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主な改訂内容は、次の通りである。  

 

１. 当社舗装設計施工要領［Ⅰ設計編］・［Ⅱ施工編］・［Ⅲ材料編］（2025 年

11 月）の内容を反映した 

 

２. 当社コンクリート構造物補修・補強設計要領 [コンクリート片剥落防

止編]（2025 年 5 月）の内容を反映した 

 

３. JIS 規格、関連要領等の最新版を反映した 

 

 

2026 年 5 月 

 技術企画課長 

改訂履歴 

・1997 年 4 月一部改訂 土木工事共通仕様書の改訂に伴う変更等 

・1998 年 10 月一部改訂 吸音板、検査方法等変更 

・2004 年 8 月一部改訂 舗装材料の追加等 

・2010 年 6 月一部改訂 塗装試験の変更等 

・2010 年 9 月一部改訂 塗料の品質規格の制定等 

・2012 年 7 月一部改訂 JIS 規格の最新版を反映等 

・2014 年 12 月一部改訂 塗料規格の制定等 

・2017 年 2 月一部改訂 第 4章コンクリート配合の見直し等 

・2018 年 7 月一部改訂 要領、規格等の時点更新等 

・2019 年 4 月一部改訂 事務連絡、要領の反映等 

・2023 年 5 月一部改訂 要領、JIS 規格等の最新版を反映等 

・2024 年 10 月一部改訂 要領、JIS 規格等の最新版を反映等 
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1.1  趣 旨 

この土木材料共通仕様書（以下「仕様書」という。）は、首都高速道路株式会社（以下「当

社」という。）の土木工事の適正な執行を期すため、工事請負契約書（以下「契約書」とい

う。）第１条第１項に規定する仕様書として、工事に係る必要な事項を規定する。 

 

1.2  適用範囲 

１ この仕様書は、当社の施行する土木工事の請負工事に適用する。 

２ この仕様書は、工事目的物を構築するのに必要な材料を対象とする。 

３ この仕様書及び設計図書に規定されていない事項については、主任監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

1.3  材料の品質 

１ 一般規定 

工事に使用する材料の品質は、本仕様書の各章に規定する規格に適合したものでなけれ

ばならない。 

 

２ 特例規定 

本仕様書第２章から第８章に規定する材料の規格が日本産業規格（ＪＩＳ）等によって

いるか、又はそれに準じているものは、当該ＪＩＳ等が改定された場合には、本仕様書の

規定にかかわらず、監督職員の承諾を得て、規格の全部又は一部を改定後のＪＩＳ等によ

ること。 

また、首都高の要領改訂によって、材料の試験方法や規格が変更となった場合は最新の

要領を参照すること。 

 

1.4  海外資材の取扱い 

当社の土木工事において、設計図書で定められた以外の海外で生産された建設資材を使

用する場合、土木工事共通仕様書 2.1.2 の１項に規定する材料使用承諾申請書の提出にあ

たっては、｢海外建設資材品質審査・証明事業｣に基づき(財)土木研究センター及び(財)建

材試験センターが発行する海外建設資材品質審査証明書を添付し、監督職員の承諾を得て

使用することができる。 
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1.5  本仕様書の構成 

 本仕様書は、基本的には、「使用用途」、「材料の種類」、「関連規準」の３項目で構成さ

れている。材料の仕様がＪＩＳ等の公的機関によっているものは、この３項目のみの記載

である。また、材料の仕様がＪＩＳ等の公的機関によっているが、仕様項目に当社独自等

の規定をしているもの又は、当社独自の仕様のものは、３項目以外に材料の規格、機械的

性質等の規定を追加している。 

１  使用用途は、項目として特に設けていないが、「本品は、〇〇〇〇に使用するものであ

る。」という文章表現としている。 

２  材料の種類は、原則として当社の設計施工要領等で使用されるものをＪＩＳ規定により

引用して記載しているため、当社独自の規定としている。 

３  関連規準とは、材料の仕様に関連して使用されている規準で最後の項目に表でまとめて

いる。 

例 １ 材料の仕様がＪＩＳ等公的機関によっている場合。 
6.18 溶融亜鉛めっき 

本品は、鉄鋼製品に防錆の目的に使用するものである。      ―――（使用用途） 

1 種類及び品質 

1)めっきの種類は膜厚で規定されており、種類及び品質は表 6.18-1 とする。 

                             ―――（材料の種類） 

 

表 6.18-1  種類及び品質 

記号 
膜厚 

μm 
適用例(参考) 

【参考】旧規格 

種類 記号 付着量 g/㎡ 

HDZT 49 49 以上 
厚さ 1mm 以上の鋼材・鋼製品、

直径 12mm 以上のボルト・ナット

及び厚さ 2.3mm を超える座金類 

2 種 

HDZ35 350 以上 

HDZT 56 56 以上 厚さ 2mm 以上の鋼材・鋼製品及

び鋳鍛造品類 
HDZ40 400 以上 

HDZT 63 63 以上 厚さ 3mm 以上の鋼材・鋼製品及

び鋳鍛造品類 
HDZ45 450 以上 

HDZT 70 70 以上 厚さ 5mm 以上の鋼材・鋼製品及

び鋳鍛造品類 
HDZ50 500 以上 

HDZT 77 77 以上 厚さ 6mm 以上の鋼材・鋼製品及

び鋳鍛造品類 
HDZ55 550 以上 

  注 適用例で示す厚さ及び直径は、公称寸法による。 

 

  2)上記の 1)以外の規定については、JIS H 8641:2021「溶融亜鉛めっき」 によるもの

とする。                       ―― (本項の引用規格) 
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例 ２  材料の仕様がＪＩＳ等の公的機関によっているが、仕様項目に

他機関の規格を引用し、当社の独自規定をしている場合。 

 3.1.2 一般構造用圧延鋼材 

  

1 本品は、橋梁その他の構造物に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下に

よる。ただし、鋼橋工事に使用する場合は、溶接を行わない部材のみの使用とする。 

                                ――――― (使用用途) 

・JIS G 3101：2024 一般構造用圧延鋼材 

・JIS G 3194：2020 熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

2 電炉平鋼(電炉鋼板)を使用する場合には、1 に加え、以下による。―――――（材料の種類） 

(1)サイズは、橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編](平成 31 年 3 月)の規程によるものとする。 

                              ―（関連基準の引用規格） 

(2)平鋼の幅の許容差は表 3.1.2-1 によるものとする。      ―――（関連基準の規定） 

表 3.1.2-1 平鋼の幅の許容差 

                            単位：mm 

厚 さ 幅 許容差 

6 ～ 45 25 ～ 500 ± 2 以内 

 

(3)平鋼の横曲がりの許容差は、任意の長さ 1m につき 2mm 以内とする。但し、全長の 0.1％

以内とする。 

(4)平鋼の平坦度の許容差は、JIS G 3194：2020「熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許

容差」の 2/3 程度とし任意の長さ 1m につき 2mm 以内とする。 

(5)ミルスケールの厚さは 0.03mm 以内(管理目標値)とする。 
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2.1  ふるい 

本章で使用するふるいの寸法と JIS Z 8801-1：2019「試験用ふるい－第１部：金属製網ふ

るい」に規定する網ふるいとの関係は、表 2.1-1 のとおりとする。 

 

 

表 2.1-1 ふるいの寸法 

本章で使用する 

ふるいの寸法（ｍｍ） 

ＪＩＳに規定する 

網ふるいの寸法（ｍｍ） 

100       

80       

60       

50       

40       

30       

25       

20       

15       

13       

10       

5       

2.5      

1.2      

0.6      

0.4      

0.3      

0.15      

0.075     

106       

75       

63       

53       

37.5      

31.5      

26.5      

19       

16       

13.2      

9.5      

4.75      

2.36      

1.18      

0.6      

0.425     

0.3      

0.15      

0.075     

 

 



 第 2章 土砂及び石材 

2-3 

 

2.2   砂 

本品は、下記の各用途に使用する天然の砂で、次の規定に適合しなければならない。 

また、材質は堅硬で耐久性に富み、泥、ごみ、有機不純物等を多量に含まないものとす

る。 

１ しゃ断層用砂 

(1)   舗装のしゃ断層、下水管路基礎等に使用する砂で、粒度は、表 2.2-1 のとおりとする。 

表 2.2-1 粒  度 

  ふるいの 

  寸法 mm 

 呼び名  

ふるい通過質量百分率％ 

5 2.5 0.075 

しゃ断層用砂 100 70～100 0～4 

注（1）粘土質の細粒部分が多い試料のふるい分け試験は、JIS A 1103：2014 

「骨材の微粒分量試験方法」に準じて行うものとする。 

 

２ 敷 砂 

(1)  歩道用コンクリ－ト平板の基礎等に使用する砂で、粒度は、表2.2-2のとおりとする。 

表 2.2-2 粒  度 

  ふるいの 

  寸法 mm 

 呼び名  

ふるい通過質量百分率％ 

5 2.5 0.075 

敷  砂 100 60～100 0～8 

注（1）粘土質の細粒部分が多い試料のふるい分け試験は、JIS A 1103：2014 

「骨材の微粒分量試験方法」に準じて行うものとする。 

 

３ 埋戻し用砂 

(1) 下水管路、構造物の埋戻しに使用する砂で、粒度は、表 2.2-3 のとおりとする。 

表 2.2-3 粒  度 

  ふるいの 

  寸法 mm 

 呼び名  

ふるい通過質量百分率％ 

5 2.5 0.075 

埋戻し用砂 100 50～100 0～10 

注（1）粘土質の細粒部分が多い試料のふるい分け試験は、JIS A 1103：2014 

「骨材の微粒分量試験方法」に準じて行うものとする。 
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４ 地盤改良用砂 

(1) バ－チカルドレ－ン用、サンドマット用及びサンドコンパクションパイル用の砂で、粒

度は、表 2.2-4 によるものとする。 

 

表 2.2-4 粒  度 

  ふるいの 

  寸法 mm 

   

呼び名  

ふるい通過質量百分率％ 

5 2.5 0.075 

バ－チカルドレ－ン用砂 100 60～100 0～5 

サンドコンパクションパイル用砂

（圧密を期待する場合） 
100 40～100 0～5 

サンドコンパクションパイル用砂

（圧密を期待しない場合） 
100 40～100 0～10 

サンドマット用砂 100 60～100 0～10 

注（1）粘土質の細粒部分が多い試料のふるい分け試験は、JIS A 1103：2014 

「骨材の微粒分量試験方法」に準じて行うものとする。 

 

５ コンクリ－ト用洗砂 

(1) 生コンクリ－ト及びモルタル用の砂で、次の規定によるものとする。 

(2) 有機不純物は、JIS  A 1105：2015「細骨材の有機不純物試験方法」により試験溶液の色

が標準色液より薄くなければならない。 

(3) コンクリ－ト用洗砂の区分は、アルカリシリカ反応性によって、表 2.2-5 のとおりと

する。 

 

表 2.2-5 区 分 

区 分 摘          要 

Ａ 
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害”と判定されたも

の。 

Ｂ 
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害でない”と判定さ
れたもの、又はこの試験を行っていないもの。 

注（1）コンクリ－ト用の骨材に使用する場合、Ａ種の使用を原則とする。 

注（2）やむを得ず、Ｂ種を使用する場合は、技術部技術企画課と協議すること。 
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(4) 粒度は、表 2.2-6 のとおりとする。 

 

表 2.2-6 粒  度 

  ふるいの 

   寸法 mm 

 

呼 び 名  

ふ る い 通 過 質 量 百 分 率 % 

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 0.075 

コンクリ－ト用洗砂 100 
90～ 

100 

80～ 

100 

50～ 

90 

25～ 

65 

10～ 

35 

2～ 

10 
－ 

 

 

６ アスファルトコンクリ－ト用砂 

(1) アスファルトコンクリ－ト用の砂で、次の規定によるものとする。 

(2) 有機不純物は、JIS A 1105：2015「細骨材の有機不純物試験方法」により試験溶液の色

が標準色液より薄くなければならない。 

(3) 粒度は、表 2.2-7 のとおりとする。 

 

表 2.2-7 粒  度 

  ふるいの 

   寸法 mm 

 

呼 び 名  

ふ る い 通 過 質 量 百 分 率 % 

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 0.075 

アスファルト 

混合物用洗砂Ａ 
－ 100 

95～ 

100 
－ 

20～ 

65 

10～ 

45 

0～ 

25 

0～ 

5 

アスファルト 

混合物用洗砂Ｂ 
－ 100 

95～ 

100 
－ 

60～ 

95 

20～ 

80 

5～ 

40 

0～ 

5 

 

 

７ コンクリ－ト用砕砂 

(1) 本品は、コンクリ－ト用細骨材として使用するもので、規定は JIS A 5005：2020「コン

クリ－ト用砕石及び砕砂」によっている。 

(2) 材料及び製造 

① 砕砂の原石は、表土、その他の不純物を除去したものを使用しなければならない。ま

た、原石は、破砕時にへん平な形状になったり、結晶間にひび割れを生じるおそれの

ないものとする。 

② 洗浄水には、海水を使用してはならない。 

③ 砕石の貯蔵に当たっては、分離しないように、かつ、不純物の混入を防ぐようにしな

ければならない。 
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(3) 区分は、アルカリシリカ反応によって、表 2.2-8 のとおりとする。 

表 2.2-8 区 分 

区 分 摘          要 

Ａ 
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害”と判定されたも

の。 

Ｂ 
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害でない”と判定さ
れたもの、又はこの試験を行っていないもの。 

注（1）コンクリ－ト用の骨材に使用する場合、Ａ種の使用を原則とする。 

注（2）やむを得ず、Ｂ種を使用する場合は、技術部技術企画課と協議すること。 

 

 

(4) 品 質 

① 材質は、表 2.2-9 のとおりとする。 

 

表 2.2-9 材  質 

絶 乾 密 度（g／cm3） 2.5 以上 

吸  水  率    ％ 3 以下 

安  定   性    ％ 10 以下 

 

② 粒度は、表 2.2-10 のとおりとする。 

 

表 2.2-10 粒 度 

  ふるいの 

   寸法 mm 

 

呼 び 名  

ふ る い 通 過 質 量 百 分 率 % 

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 

コ ン ク リ － ト 用 砕 砂 100 
90～ 

100 

80～ 

100 

50～ 

90 

25～ 

65 

10～ 

35 

2～ 

15 

 

③ 粗粒率の変動許容範囲は、生産者の設定した粗粒率に対して±0.15 とする。 

④ 表 2.2-10 に示すいずれのふるいでも、隣接するふるいに留まる量との差が 45％以上

になってはならない。 

⑤ 微粒分量試験で失われる量は、9％以下とする。 

⑥ 粒形判定実積率は 54％以上でなければならない。 
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８ 舗装防水材用硅砂 

(1) 本品は、浸透型防水材、改質アスファルト塗膜系防水材との接着力を確保するために散布

するものであり、硅砂（4号）を用いる 

(2) 品 質 

材質は、表 2.2-11 のとおりとする。 

表-2.2-11 硅砂（4号）の品質規格 

項 目 品質規格 

粒度分布 212～1,700μm 
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2.3   砕 石 
本品は、下記の各用途に使用する砕石で、次の規定に適合しなければならない。原石は、

強硬で耐久的な石質をもち、破砕時に扁平な形状になったり、結晶間にひび割れを生じる

おそれがないものとする。 

 

１ コンクリート用砕石 

(1)  工場で生産される一般のコンクリ－ト用砕石で、規定は JIS A 5005：2020「コンクリ

－ト用砕石及び砕砂」によっている。 

 

(2) 原石及び製造 

① 砕石の原石は、表土、その他の不純物を除去したものを使用しなければならない。 

② 洗浄水には、海水を使用してはならない。 

③ 砕石の貯蔵に当たっては、分離しないように、かつ、不純物の混入を防ぐようにしな

ければならない。 

 

(3)  本品は、清浄、強硬、耐久的で、ごみ・泥・有機不純物などの有害量をふくまないも

のとする。 

 

(4)  区  分 

① 砕石の区分は、アルカリシリカ反応性によって、表 2.3-1 区分のとおりとする。 

表 2.3-1 区 分 

区 分 摘          要 

Ａ 
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害”と判定されたも

の。 

Ｂ 
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害でない”と判定さ
れたもの、又はこの試験を行っていないもの。 

注（1）コンクリ－ト用の骨材に使用する場合、Ａ種の使用を原則とする。 

注（2）やむを得ず、Ｂ種を使用する場合は、技術部技術企画課と協議すること。 
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(5) 品 質 

① 材質は、表 2.3-2 材 質のとおりとする。 

表 2.3-2 材 質 

絶 乾 密 度（g／cm3） 2.5 以上 

吸  水  率    ％ 3 以下 

安  定   性    ％ 12 以下 

す り へ り 減 量 ％ 40 以下 

注（1）すりへり減量は、JIS A 1121：2022 「ロサンゼルス試験機による粗骨材

のすりへり試験方法」によって行うものとする。 

 

② 粒度は、表 2.3-3 のとおりとする。 

表 2.3-3 粒  度 

 
 

ふるい通過質量百分率％ 
  粒の 

  

寸法

mm 
 

呼び名 

 
100 80 60 50 40 25 20 15 10 5 2.5 

砕石 4005 40～5 － － － 100 
95～ 

100 
－ 

35～ 

70 
－ 

10～ 

30 

0～ 

5 
－ 

砕石 2505 25～5 － － － － 100 
95～ 

100 
－ 

30～ 

70 
－ 

0～ 

10 

0～ 

5 

砕石 2005 20～5 － － － － － 100 
90～ 

100 
－ 

20～ 

55 

0～ 

10 

0～ 

5 

砕石 1505 15～5 － － － － － － 100 
90～ 

100 

40～ 

70 

0～ 

15 

0～ 

5 

砕石 8040 80～40 100 
90～ 

100 

45～ 

70 
－ 

0～ 

15 
－ 

0～ 

5 
－ － － － 

砕石 6040 60～40 － 100 
90～ 

100 

35～ 

70 

0～ 

15 
－ 

0～ 

5 
－ － － － 

砕石 4020 40～20 － － － 100 
90～ 

100 

20～ 

55 

0～ 

15 
－ 

0～ 

5 
－ － 

砕石 2515 25～15 － － － － 100 
95～ 

100 
－ 

0～ 

15 

0～ 

5 
－ － 

砕石 2015 20～15 － － － － － 100 
90～ 

100 

0～ 

15 

0～ 

5 
－ － 

 

③ 砕石の洗い試験で失われるものの含有量は 3.0 ％ 以下とする。 

④ 粒形判定実積率は 56 ％以上でなければならない。 

 

  

大きさの 
 範囲 mm  

ふるいの 
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２ 単粒度砕石 

※首都高速道路の舗装の粗骨材の粒度や品質規格等は「舗装設計施工要領［Ⅲ材料編］

(2025 年 11 月)」を参照されたい。 

(1) 道路の敷砕石・路盤及び瀝青舗装の表層や基層等に使用する砕石で、規定は JIS  A  

5001：2008「道路用砕石(追補 1）」によっている。 

(2) 原石の大きさは、砕石の最大粒径の３倍以上とする。 

(3) 本品は、強硬・耐久的で、均等質であり、やわらかく又はくずれやすい石片・ごみ・泥・

有機物等を多量に含まないものとする。 

(4) 品 質 

① 材質は、表 2.3-4 のとおりとする。 

 

表 2.3-4 材  質 

種  別 絶乾比重 吸  水  率  ％ すりへり減量 ％ 

１  種 2.45 以上 3.0 以下 35 以下 

２  種 － － 40 以下 

注(1) 絶乾比重・吸水率・すりへり減量の試料は、13.2mm ふるいを通り 4.75mm ふるい

に残留する粒度のものとする。 

注(2) ２種は、瀝青舗装の表層や基層に使用してはならないものとする。 

 

② 粒度は、表 2.3-5 のとおりとする。 

表 2.3-5 粒  度 

ふるいの 

ふるい通過質量百分率％ 
   

 

寸法 mm

 

呼び名 100 80 60 50 40 30 25 20 13 5 2.5 1.2 

S-80 

(1 号) 
80～60 100 

85～ 

100 

0～ 

15 
－ － － － － － － － － 

S-60 

(2 号) 
60～40 － 100 

85～ 

100 
－ 

0～ 

15 
－ － － － － － － 

S-40 

(3 号) 
40～30 － － － 100 

85～ 

100 

0～ 

15 
－ － － － － － 

S-30 

(4 号) 
30～20 － － － － 100 

85～ 

100 
－ 

0～

15 
－ － － － 

S-20 

(5 号) 
20～13 － － － － － － 100 

85～ 

100 

0～ 

15 
－ － － 

S-13 

(6 号) 
13～ 5 － － － － － － － 100 

85～ 

100 

0～ 

15 
－ － 

S-5 

(7 号) 
5～2.5 － － － － － － － － 100 

85～ 

100 

0～ 

25 

0～ 

 5 

 

粒の 
大きさの 

  範囲 mm  
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３ 粒度調整砕石 

※首都高速道路の舗装の路盤材料として使用する砕石は「舗装設計施工要領［Ⅲ材料

編］(2025 年 11 月)」を参照されたい。 

(1) 路盤材料として使用される砕石で、規定は JIS A 5001：2008「道路用砕石（追補 1）」に

よっている。 

(2) 原石及び製造 

① 原石の大きさは、砕石の最大粒径の３倍以上とする。 

② 所定の粒度となるよう砕石に砂などの材料を混ぜ、含有量が調整できるミキサによっ

て混合するものとする。 

(3) 本品は、均等質で、強硬・耐久的で、細長いもの、あるいは、へん平な石片等の有害量

を含まないものとする。 

(4) 品 質 

① 材質は、表 2.3-6 のとおりとする。 

 

表 2.3-6  材  質 

絶乾比重 吸水率 ％ すりへり減量 ％ 

2.45 以上 3.0 以下 35 以下 

 

② 塑性指数は、ＮＰとする。 

③ 締固めにあたって、適正な水分を保っているものとする。 

④ 粒度は、表 2.3-7 のとおりとする。 

 

表 2.3-7 粒  度 

 ふるいの 

ふるい通過質量百分率％ 
   

 
寸法 mm 

 

呼び名 
50 40 30 20 5 2.5 0.4 0.075 

M－40 40～0 100 
95～ 

100 
－ 

60～ 

90 

30～ 

65 

20～ 

50 

10～ 

30 

2～ 

10 

M－30 30～0 － 100 
95～ 

100 

60～ 

90 

30～ 

65 

20～ 

50 

10～ 

30 

2～ 

10 

注(1) 塑性指数は、425μm ふるいを通過した試料で求める。 

注(2) 各ふるいの通過質量百分率が表 2.3-7 の範囲内であっても、なめらかな粒度曲

線となるものを標準とする。 

 

(5) 修正ＣＢＲは、８０％以上とする。 

 

 

粒の 
大きさの 

  範囲 mm  
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４ クラッシャラン 

※首都高速道路の舗装の路盤材料として使用する砕石は「舗装設計施工要領［Ⅲ材料編］

(2025 年 11 月)」を参照されたい。 

(1) 路盤材料、構造物の基礎、目つぶし用に使用される砕石で、規定は JIS A 5001：2008「道

路用砕石（追補 1）」によっている。 

(2) 原石の大きさは、砕石の最大粒径の３倍以上とする。 

(3) 本品は、均等質で、強硬、耐久的で、ごみ・泥等の有害量を含まないものとする。 

(4) 品 質 

①   材質は、表 2.3-8 のとおりとする。 

 

表 2.3-8 すりへり減量 

すりへり減量％ ４０以 下 

 

② 粒度は、表 2.3-9 のとおりとする。 

 

表 2.3-9  粒  度 

 ふるいの 
ふるい通過質量百分率％ 

   寸法 mm 

 

呼び名 60 50 40 30 25 20 13 5 2.5 

C－60 60～0 100 － － 
40～ 

70 
－ 

30～ 

60 
－ 

0～ 

30 
－ 

C－40 40～0 － 100 
95～ 

100 
－ － 

50～ 

80 
－ 

15～ 

40 

5～ 

25 

C－30 30～0 － － 100 
95～ 

100 
－ 

55～ 

85 
－ 

15～ 

45 

5～ 

30 

C－20 20～0 － － － － 100 
95～ 

100 

60～ 

90 

20～ 

50 

10～ 

35 

注(1) C－60 は JIS にはないが、構造物の基礎及び目つぶし用に適しているものであ

る。 

 

③ 修正ＣＢＲは、３０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

粒の 
大きさの 

  範囲 mm  
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５ スクリ－ニングス 

(1)  主にアスファルト混合物の細骨材の粒度調整用に使用する砕砂で、規定は JIS A 

5001：2008「道路用砕石（追補 1）」によっている。 

(2) 本品は、水あるいはごみ、泥などの有害量を含まないものとする。 

(3) 塑性指数は、ＮＰとする。 

(4) 粒度は、表 2.3-10 のとおりとする。 

 

表 2.3-10 粒   度 

   ふるいの 
ふるい通過質量百分率％ 

     寸法 mm 

 呼び名 5 2.5 0.6 0.3 0.15 0.075 

スクリー 
ニングス F－2.5 2.5～0 100 

85～

100 

25～

55 

15～

40 
7～28 0～20 

 注(1)塑性指数は、425μm ふるいを通過した試料で求める。 

 

 

６ 砕石ダスト 

(1) 主に路盤の目つぶしに使用するもので、次の規定に適合しなければならない。 

(2) 本品は、石灰質岩石又はこれに準ずる石質の岩石を砕いたもので、ごみ、泥などの有害

量を含まないものとする。 

(3) 粒度は、表 2.3-11 のとおりとする。 

 

表 2.3-11 粒  度 

   ふるいの寸法 mm 

 

呼び名  

ふるい通過質量百分率 ％ 

5 0.075 

砕  石  ダ  ス  ト 90～100 0～20 

 

７ 舗装用石粉 

※首都高速道路の舗装に用いるフィラーについては「舗装設計施工要領［Ⅲ材料編］(2025

年 11 月)」を参照されたい。 

(1) 主に瀝青舗装に使用するもので、規定は JIS A 5008：2008「舗装用石灰石粉（追補 1）」

に準じている。 

(2) 本品は、石灰石（ドロマイトを含む）、安山岩又はこれに準ずる岩石を粉砕したもので、  

ごみ・泥・有機物・微粒子の団粒などの有害量を含まないものとする。 

(3) 本品は、袋入りの場合、袋の外面に原石名・正味重量・製造業者名又はその略号を明示

するものとする。  

粒の 
大きさの 

  範囲 mm  
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(4) 品  質 

① 石灰石粉については、表 2.3-12 のとおりとする。 

 

表 2.3-12 水分・比重・粒度 

水    分  ％ 1.0   以下 

比     重 2.60 以上 

粒         度 

ふるいの寸法 mm ふるい通過質量百分率 ％ 

0.6 100 

0.15 90～100 

0.075 70～100 

 

② 安山岩などの石粉については、表 2.3-13 のとおりとする。 

 

表 2.3-13 水分・比重・粒度 

水    分  ％ 1.0 以下 

比             重 2.60 以上 

塑  性  指  数 ％ 4 以下 

加   熱   変   質 な   し 

フ ロ － 試 験 ％ 50 以下 

水  浸  膨  張 ％ 3 以下 

は  く  離  試  験 合   格 

粒            度 

ふるいの寸法 mm ふるい通過質量百分率％ 

0.6 100 

0.15 90～100 

0.075 70～100 
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８ 構造用軽量コンクリ－ト骨材 

(1) 本品は、鉄筋軽量コンクリ－ト構造、プレストレスト軽量コンクリ－ト構造、鉄骨鉄筋

軽量コンクリ－ト構造、プレキャスト鉄筋軽量コンクリ－ト製品など、製造上主要な箇

所に用いるコンクリ－ト用軽量骨材で、規定は JIS A 5002：2003（2008 確認）「構造用軽量

コンクリ－ト骨材」によっている。 

(2) 種類及び呼び方 

① 軽量骨材は、材料、絶乾密度、実積率、コンクリ－トの圧縮強度及び単位容積質量な

どにより、表 2.3-14～18 のとおりとする。 

 

表 2.3-14 材料による区分 

種   類 説         明 

人工軽量骨材 
粗骨材 膨張けつ岩、膨張粘土、膨張スレ－ト、フライアッシ

ュを原料としたもの 細骨材 

天然軽量骨材 
粗骨材 

火山れき及びその加工品 
細骨材 

副産軽量骨材 
粗骨材 

膨張スラグなどの副産軽量骨材及びそれらの加工品 
細骨材 

 

 

表 2.3-15 骨材の絶乾密度による区分 

区  分 
絶 乾 密 度（g／cm3） 

細  骨  材 粗  骨  材 

Ｌ 1.3 未満 1.0 未満 

Ｍ 1.3 以上 1.8 未満 1.0 以上 1.5 未満 

Ｈ 1.8 以上 2.3 未満 1.5 以上 2.0 未満 

 

 

表 2.3-16 骨材の実積率による区分       

                       単位％ 

区 分 モルタル中の細骨材の実積率 粗 骨 材 の 実 積 率 

Ａ 50.0 以上 60.0 以上 

Ｂ 45.0 以上 50.0 未満 50.0 以上 60.0 未満 
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表 2.3-17 コンクリ－トとしての圧縮強度による区分 

区 分 圧縮強度 N／mm2 

4 40 以上 

3 30 以上 40 未満 

2 20 以上 30 未満 

1 10 以上 20 未満 

 

 

表 2.3-18 コンクリ－トの単位容積質量による区分 

区 分 単位容積質量 kg／m3 

15 1,600 未満 

17 1,600 以上 1,800 未満 

19 1,800 以上 2,000 未満 

21 2,000 以上 

 

 

② 呼び方は、次の例による。 

例：人工軽量細骨材ＭＡ－417、人工軽量粗骨材ＭＡ－419（川砂） 

天然軽量粗骨材ＨＢ－121、副産軽量粗骨材ＬＢ－219 

注(1) 必要ある場合は、使用した細骨材の種類を（  ）内に付記する。 

 

(3) 品 質 

①  材質は、表 2.3-19 のとおりとする。 

表 2.3-19 材  質 

試 験 項 目 人   工 天然・副産 

強  熱  減  量   ％ 1 以下 ５ 以下 

三酸化硫黄(SO３として)   ％  0.5 以下 0.5 以下 

塩  化  物(NaCℓとして)  ％ 0.01 以下 0.01 以下 

酸化ｶﾙｼｳﾑ(CaO として)   ％ － 50 以下 

有  機  不  純  物 試験溶液の色が標準色液又は色見本より淡い 

安   定   性      ％ － 20 以下 

粘  土  塊  量     ％ 1 以下 2 以下 

細 骨 材 の 微 粒 分 量 ％ 10 以下 10 以下 
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注(1) 酸化カルシウムの規定は、膨張スラグ及びその加工品だけに適用される。 

注(2) 凍結融解に対する抵抗性を特に必要とするコンクリ－トに用いる場合には、そ

の骨材を用いたコンクリ－トを、JIS A 1148：2010「コンクリートの凍結融解試験方

法」に基づいた凍結融解試験を行い、抵抗性を確かめるものとする。 

 

② 粗骨材の粒度は、表 2.3-20 のとおりで、細骨材の粒度は、表 2.3-21 のとおりとす

る。 

表 2.3-20 粒  度 

 

ふるい通過質量百分率％ 粒の  

大きさの 
mm 

 
範囲 

mm 種  類 25 20 15 10 5 

人  工 15～5 － 100 90～100 40～70 0～15 

天然・副産 20～5 100 90～100 － 20～75 0～15 

 

表 2.3-21 粒  度 

ふるいの寸法 
ふるい通過質量百分率％ 粒の 

 

mm 

種  類 
範囲 

mm 10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 

人工・天然・副

産 

5 以下 100 90～100 75～100 50～90 25～65 15～40 5～20 

5～0.3 100 90～100 30～90 5～60 0～35 0～20 0～10 

 

 

③ 人工軽量骨材の粗粒率は、見本品について試験して求めた粗粒率と、粗骨材において

は、±0.30 以上、細骨材においては、±0.15 以上変化しないものとする。 

 

(4) 本品は、次の事項を表示するものとする。 

① 種 類 

② 産地または製造業者名 

注(1) 種類については JIS A 5002 ：2003（2008 確認）で規定する試験により、コンクリ－

トとしての圧縮強度及び単位容積質量による種別を定めたときのコンクリ－トの配

合、細・粗骨材の組み合わせ及びそれに用いたセメントの強度を付記する。 

大きさの 

ふるいの寸法 
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2.4   再生材 

本品は、下記の各用途に使用する再生材で、以下の規定に適合しなければならない。 

１ 再生クラッシャラン 

※首都高速道路の路盤材料に用いる再生クラッシャラン(再生砕石)の修正 CBR 等の品質

規格は「舗装設計施工要領［Ⅲ材料編］(2025 年 11 月)」を参照されたい。 

(1) 本品は、主に路盤材料、半地下、トンネル、杭・直接基礎の地拵えおよび目潰し材、仮

設道路等に使用するものである。 

(2) 再生骨材及び製造 

① 路盤発生材、アスファルトコンクリ－ト発生材、セメントコンクリ－ト発生材から製

造した再生骨材あるいはこれらを混合した材料に、必要に応じて補足材を加え、所定

の品質が得られるように調整したものである。 

② アスファルトコンクリ－ト発生材を混入する場合には、混入割合が質量比で 50％未満

とする。 

(3) 本品は、軟らかい又は壊れやすい石片、ごみ・泥などの有害量を含まないものとする。 

(4) 品 質 

① 材質は、表 2.4-1 のとおりとする。 

表 2.4-1  すりへり減量 

すりへり減量 ％ 40  以 下 

 

② 粒度、修正 CBR 及び塑性指数は、表 2.4-2 のとおりとする。 

表 2.4-2 粒 度、修正 CBR、塑性指数 
 

ふるいの寸法 

ふるい通過質量百分率％ 修正 
CBR 
％ 

塑性 

指数 

PI％ 

粒の 
粒度 

mm 

呼び名 
範囲 

mm 53.0 37.5 31.5 19.0 4.75 2.36 

RC－40 40～0 100 
95～

100 
－ 

50～

80 

15～

40 

5～

25 
40 以上 

6 以

下 

RC－30 30～0 － 100 
95～

100 

55～

85 

15～

45 

5～

30 
40 以上 

6 以

下 

注（１）仮設道路で使用する場合の粒度は、ふるい通過質量百分率 40mm の値のみを満

足すればよい。 

注（２）アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランは、20℃～

40℃へ温度が上昇すると、その混入率の程度にもよるが修正 CBR は 10 程度低

下する。このため、修正 CBR の規格値については、厳しい値を採用している。 

(5) その他 

① RC－40 相当に粒度調整されたものは、サンドコンパクションパイル用の中詰材として

適用可能である｡ 

② 施工足場としてのサンドマット用としても適用可能である。 

 

大きさの 
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２ 再生粒度調整砕石 

※首都高速道路の路盤材料に用いる再生粒度調整砕石の修正 CBR 等の品質規格は「舗装設

計施工要領［Ⅲ材料編］(2025 年 11 月)」を参照されたい。 

(1) 本品は、路盤材料として、道路舗装発生材等を主体として製造されたものである。 

(2) 再生骨材及び製造 

① 路盤発生材及び アスファルトコンクリ－ト発生材、セメントコンクリ－ト発生材か

ら製造した再生骨材あるいはこれらを混合した材料に、必要に応じて補足材を加え、

所定の品質が得られるように調整したものである。 

② アスファルトコンクリ－ト発生材を混入する場合には、混入割合が質量比で 30％未満

とするか、混入率が 30％を越えるものについては、所定の性能が得られるようにセメ

ントや石灰による安定処理をおこなうものとする。ただし、その場合には、巻末資料

（巻２）に示す六価クロム溶出試験を行い基準値以下であることを確認すること。 

(3) 品質 

① 本品は、軟らかい又は壊れやすい石片、ごみ、泥等を有害量含まないものとする。 

② 粒度、修正ＣＢＲ、塑性指数は、表 2.4-3 のとおりとする。 

 
表 2.4-3 粒  度、修正 CBR、塑性指数 

ふるいの  

ふるい通過質量百分率％ 修正 

CBR 

％ 

塑性 

指数 

％ 

 寸法

mm 

 粒度 

呼び名 
53.0 37.5 31.5 19.0 4.75 2.36 0.425 0.075 

RM－40 40～0 100 
95～

100 
－ 

60～

90 

30～

65 

20～

50 

10～

30 

2～

10 
90 以上 

4 以

下 

RM－30 30～0 － 100 
95～

100 

60～

90 

30～

65 

20～

50 

10～

30 

2～

10 
90 以上 

4 以

下 

注（１）塑性指数は、425μm ふるいを通過した試料で求める。 

注（２）各ふるいの通過質量百分率が表 2.4-3 の範囲内であっても、なめらかな粒度線

となるものを標準とする。 

注（３）アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石は、20℃～40℃へ

温度が上昇すると、その混入率の程度にもよるが修正 CBR は 10 程度低下する。

このため、修正 CBR の規格値については、厳しい値を採用している。 

 

 

３ 道路用鉄鋼スラグ 

※道路用鉄鋼スラグの首都高速道路の舗装への適用については「舗装設計施工要領［Ⅲ材

料編］(2025 年 11月)」を参照されたい。 

(1) 本品は、路盤材料、加熱アスファルト混合用に使用するもので、規定は JIS A 5015：

2018「道路用鉄鋼スラグ」によっている。 

(2) 銑鉄製造過程で生成する高炉スラグと、鋼の製造過程で生成する製鋼スラグを素材と

し、これらの素材を単独又は組み合わせて路盤材として製造したもので、エ－ジングに

粒の 
大きさの 

  範囲 mm  
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よってスラグの硫黄を安定化させたものとする。 

注(1) エ－ジングとは高炉除冷スラグの黄濁水発生防止や、鋼製スラグの膨張性安定

化を目的にし、冷却固化し高炉除冷スラグ及び鋼製スラグを破砕後、空気及び水と反

応させる処理。エ－ジング方法には、空気及び水による通常エ－ジングと、温水又は

蒸気による促進エ－ジングがある。 

(3) 鉄鋼スラグは、細長いもの又は薄いもの、ごみ・泥・有機物などの有害量を含まないも

のとする。 

(4) 品質 

1) 路盤材料としての、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ（HMS）、粒度調整鉄鋼スラグ（MS）、ク

ラッシャラン鉄鋼スラグ（CS）の品質は、次のとおりとする。 

① 高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグは、呈色判定試験を行い、呈色がないものとす

る。 

② 主として路盤材の鉄鋼スラグは、水浸膨張比が 1.0％以下でなければならない。 

③ 締固めにあたっては、適正な水分を保っているものとする。 

④ MS-25 及び HMS-25 の単位容積質量は、絶乾状態で 1.5kg/L 以上とする。 

⑤ 種類、粒度及び修正 CBR は、表 2.4-4 のとおりとする。 

 

表 2.4-4 粒度及び修正 CBR 

ふるいの 

寸法 mm 

呼び名 

ふるい通過質量百分率％ 修正 

CBR 

％ 50 40 30 25 20 13 5 2.5 0.4 0.075 

クラッシャラン 

鉄鋼スラグ（CS－40） 
100 

95～

100 
－ － 

50～

80 
－ 

15～

40 

5～

25 
－ － 30 以上 

クラッシャラン 

鉄鋼スラグ（CS－30） 
－ 100 

95～

100 
－ 

55～

85 
－ 

15～

45 

5～

30 
－ － 30 以上 

クラッシャラン 

鉄鋼スラグ（CS－20） 
－ － － 100 

95～

100 

60～

90 

20～

50 

10～

35 
－ － 30 以上 

粒度調整鉄鋼 

スラグ（MS－25） 
－ － 100 

95～

100 
－ 

55～

85 

30～

65 

20～

50 

10～

30 
2～10 80 以上 

水硬性粒度調整 

鉄鋼スラグ（HMS－25） 
－ － 100 

95～

100 
－ 

60～

80 

35～

60 

25～

45 

10～

25 
3～10 80 以上 

 

⑥ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ（ＨＭＳ）の圧縮強さは、表 2.4-5 のとおりとする。 

 

表 2.4-5 圧縮強さ 

材    齢 14 日 

一軸圧縮強さ Ｎ／mm2 1.2 以上 

 

⑦ 施工に先立って JIS A 1210：2020「突固めによる土の締固め試験方法」により、突固

め回数 3層 92 回の最大乾燥密度を測定しておくこと。  
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2) 加熱アスファルト混合用、瀝青安定処理用としての、単粒度製鋼スラグ（SS）、クラッ

シャラン製鋼スラグ（CSS）の品質は、次のとおりとする。 

① 製鋼スラグの品質規格は、表 2.4-6 のとおりとする。 

表 2.4-6 製鋼スラグの規格 

呼 び 名 
表 乾 

比 重 

吸水率

(%) 

すりへり減量

（％） 
水浸膨張比（％） 

CSS － － 50 以下 2.0 以下 

SS 2.45 以上 3.0 以下 30 以下 2.0 以下 

 

 

② 種類及び粒度は、表 2.4-7 のとおりとする。 

 

表 2.4-7 種 類 及び 粒 度 

  ふるいの 

寸法 mm 

呼 び 名 

ふるい通過質量百分率 ％ 

40 30 25 20 13 5 2.5 1.2 

SS－20 － － 100 85～100 0～15 － －   

SS－13 － － － 100 85～100 0～15 －   

SS－5 － － － － 100 85～100 0～25 0～5 

CSS－30 100 95～100 － 55～85 － 15～45 5～30 － 

CSS－20 － － 100 95～100 60～90 20～50 10～35 － 

 

４ アスファルトコンクリート再生骨材 

※アスファルトコンクリート再生骨材の首都高速道路の舗装への適用については「舗装

設計施工要領［Ⅲ材料編］(2025 年 11 月)」を参照されたい。 

(1)再生骨材は、再生加熱アスファルト混合物として製造されるものである。 

(2)品質 

品質規格は、旧アスファルトの針入度による評価を適用する場合には表 2.4-4、再生骨

材の圧裂試験による評価を適用する場合には表 2.4-5 のとおりとする。 

 

表 2.4-4 針入度を適用した再生骨材の品質規格 

項   目 品質規格 

旧アスファルトの含有量 ％ 3.8 以上 

旧アスファルトの針入度（25℃） 1/10mm 20 以上 

骨材の微粒分量※１ ％ 5 以下 

※１：骨材の微粒分量は、「JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法」により求め

る。 
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表 2.4-5 圧裂係数を適用した再生骨材の品質規格 

項   目 品質規格 

旧アスファルトの含有量 ％ 3.8 以上 

再生骨材の圧裂係数（25℃）※１ MPa/mm 1.70 以下 

骨材の微粒分量※２ ％ 5 以下 

※１：再生骨材の圧裂係数 (25℃) は、「舗装再生便覧（令和 6年版）付録 02 アス

ファルトコンクリート再生骨材の圧裂係数の求め方」による。 

※２：骨材の微粒分量は、「JIS A 1103：2014 骨材の微粒分量試験方法」により求

める。 
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2.5   割 ぐ り 石 

本品は地盤が特に軟弱で再生クラッシャラン砕石では十分な効果が期待できない場合

に杭基礎の地拵えとして使用することができる。なお直接基礎の場合は地盤が安定してい

ると考えられることから地拵えとして再生クラッシャラン砕石を用いることを標準とす

る。 

１ 原石 

(1) 本品の原石は、安山岩、玄武岩、花こう岩、硬質砂岩、硬質石灰岩又はこれらに準ずる

岩石とする。 

(2) 原石を砕くには、原石に応じて、細長い、あるいは、へん平なものがないように、よい

形に砕くものとする。 

(3) 本品は、強硬、耐久的で、きれつが無く、ごみ、泥、有機物等の有害量を含まないもの

とする。 

２ 品質 

(1) 見掛け密度は、2.45 g/cm3以上とする。 

(2) 寸法は、表 2.5-1 のとおりとする。 

表 2.5-1 寸  法 

呼 び 名 寸法（cm） 寸法に適合する数量百分率（％） 
参考 JIS A 5006 

対応 

割ぐり石（T－1） 5～15 
  

80 以上 

  

なし 

割ぐり石（T－2） 15～20 １号 

割ぐり石（T－3） 25～35 ５号 

割ぐり石（T－4） 40～50 90 以上 20 号 

 

注(1)確認による検査で、寸法に適合する数量百分率を算出する場合は、原則として個

数による。 

（解 説）割ぐり石の日本産業規格 JIS A 5006-1995（2011 確認）「割ぐり石」は、大きさ

が質量で規定されているが、実情にあわない点があるので、形状、寸法による規定と

した。 

 

  関連規準 

東京都建設局 土木材料仕様書（令和 5 年） 
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3.1 素材関係 

3.1.1 鉄筋コンクリート用棒鋼 
本品は、鉄筋コンクリート(主として現場打ちコンクリート)等に使用される棒鋼であり、その品

質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS G 3112：2020 鉄筋コンクリート用棒鋼 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

3.1.2 一般構造用圧延鋼材 

1 本品は、橋梁その他の構造物に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下によ

る。ただし、鋼橋工事に使用する場合は、溶接を行わない部材のみの使用とする。 

・JIS G 3101：2024 一般構造用圧延鋼材 

・JIS G 3194：2020 熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

2 電炉平鋼(電炉鋼板)を使用する場合には、1に加え、以下による。 

(1)サイズは、橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編](平成 31 年 3 月)の規程によるものとする。 

(2)平鋼の幅の許容差は表 3.1.2-1 によるものとする。 

表 3.1.2-1 平鋼の幅の許容差 

                            単位：mm 

厚 さ 幅 許容差 

6 ～ 45 25 ～ 500 ± 2 以内 

 

(3)平鋼の横曲がりの許容差は、任意の長さ 1m につき 2mm 以内とする。但し、全長の 0.1％以内

とする。 

(4)平鋼の平坦度の許容差は、JIS G 3194：2020「熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差」

の 2/3 程度とし任意の長さ 1mにつき 2mm 以内とする。 

(5)ミルスケールの厚さは 0.03mm 以内(管理目標値)とする。 

 

3.1.3 溶接構造用圧延鋼材 

1 本品は、橋梁その他の重要な溶接構造物に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等

は以下による。 

・JIS G 3106：2024 溶接構造用圧延鋼材 

・JIS G 3194：2020 熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

2 なお、電炉平鋼(電炉鋼板)を使用する場合には、上記に加え、以下による。 

(1)サイズは、橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編](平成 31 年 3 月)に規程された範囲を使用する
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ことを標準とする。 

(2)板厚は、表 3.1.3-1 のとおりとする。 

表 3.1.3-1  板厚 

種類の記号 鋼橋に使用する鋼板厚 

SM400A 4.5～32mm 

SM400B 33～40mm 

SM400C 41～45mm 

SM490A 4.5～25mm 

SM490B 26～40mm 

SM490C 41～45mm 

SM490YA 4.5～16mm 

SM490YB 17～40mm 

SM520C 41～45mm 

SM570 4.5～32mm 

 

(3)炭素当量及び溶接割れ感受性組成は表 3.1.3-2 によるものとする。また、計算は溶鋼分析値を

用い次式による。 

炭素当量(％) ＝ C＋Si/24＋Mn/6＋Ni/40＋Cr/5＋Mo/4＋V/14 

溶接割れ感受性組成(％)＝ C＋Si/30＋Mn/20＋Cu/20＋Ni/60＋Cr/20＋Mo/15＋V/10＋5B 

表 3.1.3-2 炭素当量及び溶接割れ感受性組成 
                    単位：％ 

鋼種 炭素当量 
溶接割れ 

感受性組成 

SM490A 

SM490B 

SM490C 

≦0.38 ≦0.24 

SM490YA 

SM490YB 
≦0.38 ≦0.24 

SM520C ≦0.40 ≦0.26 

SM570 ≦0.44 ≦0.28 

 

(4)平鋼の幅の許容差は表 3.1.3-3 によるものとする。 

表 3.1.3-3 平鋼の幅の許容差   

                       単位：mm 

厚 さ 幅 許容差 

  4.5 ～ 45  25 ～ 500  ± 2 以内 

 

(5)平鋼の横曲がりの許容差は、任意の長さ 1m につき 2mm 以内とする。但し、全長の 0.1％以内

とする。 

(6)平鋼の平坦度の許容差は、JIS G 3194：2020「熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差」

の 2/3 程度とし任意の長さ 1mにつき 2mm 以内とする。 

(7)ミルスケールの厚さは 0.03mm 以内(管理目標値)とする。 

(8)溶接施工試験については、次のとおりとする。 

イ)使用実績のないものについては実施する。 



 第 3章 金属材料 

3-4 

 

ロ)溶接施工試験は、道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編 18.4 溶接に従って施工計画書

を作成し、主任監督員の承認を得て実施するものとする。 

(9)ミルスケール厚さ測定試験は、顕微鏡観察により測定する。 

(10)炭素当量及び溶接割れ感受性組成計算式に規定された元素の含有量を付記し、炭素当量及び

溶接割れ感受性組成の値も報告する。また、溶接施工試験、ミルスケール厚さ測定値は別途報告

する。 

 

3.1.4 機械構造用炭素鋼鋼材(アンカーボルト等用) 

1 本品は、アンカーボルト、沓のアンカーバー等に使用するものであり、その品質、種類等は以下

による。なお、電炉棒鋼についても以下の規格に準拠していればこれを使用することができる。 

・JIS G 4051：2023 機械構造用炭素鋼鋼材 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

2 機械的性質は表 3.1.4-1 のとおりとする。 

 
表 3.1.4-1  機械的性質 

  記  号 

 機    械    的    性    質 

熱処理 
降伏点 

(N/mm2)  

引張強さ 

(N/mm2) 

伸 び 

(％)  

硬 さ 

(HB)  

S35C N 305 以上 510 以上 23 以上 149～207 

S45C N 345 以上 570 以上 20 以上 167～229 

注(1) 熱処理    N : 焼ならし 

注(2) 機械的性質の数値は、焼ならしを行った各鋼種の標準試験片についてのものである。 

 

3.1.5 炭素鋼鋳鋼品 

本品は、沓サイドブロック等に使用するものであり、その品質、機械的性質等は以下による。な

お、種類は SC450、適用は一般構造用とする。 

・JIS G 5101：2023 炭素鋼鋳鋼品 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

 

3.1.6 溶接構造用鋳鋼品 

1 本品は、沓の下沓等に使用するものであり、その品質、機械的性質等は以下による。なお、種類

は SCW410、SCW480 とする。 

・JIS G 5102：1991 溶接構造用鋳鋼品 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 
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3.1.7 PC 鋼線及び PC 鋼より線 

※首都高速道路で PC 鋼材を用いる際の品質規格は「橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編](平成 31

年 3 月)」を参照されたい。 

1 本品は、PC鋼線(以下この項において｢線｣という。)及び PC 鋼より線(以下この項において「より

線」という。)で、主としてプレストレストコンクリートに使用するものであり、その品質、機械

的性質、種類等は以下による。 

・JIS G 3536：2014 PC 鋼線及び PC鋼より線 

 

2 製造方法は、次のとおりとする。 

(1)線及びより線に用いる素線は、線材にパテンチングを行った後、冷間加工したものとする。 

(2)線及びより線は、最終工程において残留ひずみ除去のため、ブルーイングを行う。 

(3)線及びより線に用いる素線には、継目があってはならない。ただし、7本より線及び 19本より

線に用いる素線に限り、パテンチング終了時の直径及びそれ以前の直径での突合せ溶接による

継ぎ目があってもよい。 

 

3 外観及び形状は、次のとおりとする。 

(1)線及びより線には、有害な傷、さびなどの欠点がなく、表面に油その他が付着していてはなら

ない。 

(2)より線のより方向は、Sよりとする。Sよりは、JIS G 3525：2013 ワイヤロープの規定によるも

のとする。 

(3)線及びより線の直線性は長さ 1.5m について、線で 30mm、より線で 60mm 以下でなくてはならな

い。 

(4)19 本より線の構成は、28.6mm だけシール形又はウォ－リントン形とする。それ以外の 19本よ

り線はシール形とする。シール形、ウォ－リントン形は JIS G 3525：2013「ワイヤロープ」の規

定による。 

 

 

3.1.8 PC 鋼棒 

※首都高速道路で PC 鋼材を用いる際の品質規格は「橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編](平成 31

年 3 月)」を参照されたい。 

1 本品は、主としてプレストレストコンクリートに使用するものであり、その品質、機械的性質、

種類等は以下による。 

・JIS G 3109：2020 PC 鋼棒 

・JIS G 3137：2020 細径異形 PC 鋼棒 

 

2 細径異形 PC鋼棒の真直度は 1mにつき 10mm 以下とする。 
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3.1.9 一般構造用炭素鋼鋼管 

本品は、避難階段の柱、標識等の構造物に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等

は以下による。 

・JIS G 3444：2021 一般構造用炭素鋼鋼管 

 

3.1.10 配管用炭鋼鋼管 

本品は、点検通路、床版・橋脚の水抜き等に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類

等は以下による。 

・JIS G 3452：2019 配管用炭素鋼鋼管 
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3.1.11 球状黒鉛鋳鉄品 

1 本品は、高速排水用マンホールのふた等に使用するものであり、その品質等は以下による。 

・JIS G 5502：2024 球状黒鉛鋳鉄品 

 

2 種類及び記号は、表 3.1.11-1 のとおりとする。 

表 3.1.11-1  種類及び記号 

種類及び記号 適 用 

 FCD600 ふた枠等 

 FCD700 ふた等 

 

3 機械的性質は、表 3.1.11-2 のとおりとする。 

表 3.1.11-2  機械的性質 

種類及び記号 
引張強さ 

N/mm2 

伸び 

(％) 

硬さ 

(HB) 

FCD600 600 以上 8～15 210 以上 

FCD700 700 以上 5～12 235 以上 

 

3.1.12 ねずみ鋳鉄品 

1 本品は、高速排水桝本体及び高速排水用マンホールの歩道上の鉄筋コンクリートふた等に使用す

るものであり、その品質、機械的性質等は以下による。 

・JIS G 5501：1995 ねずみ鋳鉄品 

 

2 種類及び記号は、表 3.1.12-1 のとおりとする。 

表 3.1.12-1  種類及び記号 

   種類及び記号 適 用 

FC200 ふた等 

FC250 桝本体 

 

3.1.13 軟鋼及び高張力鋼用被覆アーク溶接棒 

1 本品は橋梁その他の構造物の溶接に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下

による。 

・JIS Z 3211：2008 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒 

 

3.1.14 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接材料 

本品は橋梁その他の鋼構造物の炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接に使用するもので

あり、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS Z 3351：2012 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ 
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・JIS Z 3352：2017 サブマージアーク溶接用フラックス 

・JIS Z 3183：2012 炭素鋼及び低合金鋼用サブマ－ジア－ク溶着金属の品質区分 

 

3.1.15 軟鋼及び高張力鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ 

本品は橋梁その他の構造物の軟鋼及び高張力鋼用アーク溶接に使用するものであり、その品質、

機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS Z 3312：2009 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ 

 

3.1.16 軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ 

本品は橋梁その他の構造物の軟鋼及び高張力鋼マグ溶接に使用するものであり、その品質、機械

的性質、種類等は以下による。 

・JIS Z 3312：2009 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ 

 

3.1.17 液化二酸化炭素(液化炭酸ガス) 

1 本品は、橋梁その他の構造物の炭酸ガスシールド溶接に使用するものであり、その品質、機械的

性質等は以下による。 

・JIS K 1106：2008 液化二酸化炭素(液化炭酸ガス) 

 

2 種類は、3種とする。 
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3.2 製品関係 

3.2.1 熱間圧延形鋼 
本品は、熱間圧延によって製造された形鋼であり、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS G 3192：2021 熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 

 

3.2.2 鋼管杭 

本品は、構造物の基礎杭等の本体構造物に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等

は以下による。 

・JIS A 5525：2019 鋼管ぐい 

 

3.2.3 鋼管矢板 

本品は構造物の基礎及びパイプルーフ等に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等

は以下による。 

・JIS A 5530：2019 鋼管矢板 

3.2.4 H 形鋼杭 

本品は、照明柱の基礎等に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS A 5526：2022 H 形鋼ぐい 

 

3.2.5 摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット及び平座金のセット 

1 本品は、橋梁その他に使用するもので、摩擦接合用高力六角ボルト(以下「ボルト」という。)、

摩擦接合用高力六角ナット(以下「ナット」という。)及び摩擦接合用高力平座金(以下「座金」と

いう。)のセット(以下「セット」と総称する。)で、ボルト 1個、ナット 1個、座金 2個から構成

され、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS B 1186：2013 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

2 溶融亜鉛めっきをする高力ボルトは JIS B 1186：2013「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・

平座金のセット」の規格に準拠するものとし、種類と等級は表 3.2.5-1 を標準とする。また、溶融

亜鉛めっきの規格は JIS H 8641：2021 溶融亜鉛めっきの HDZT 77 とする。 

表 3.2.5-1 高力ボルトの種類と等級 

ねじの呼び 

セットの種類 機械的性質による等級の組合せ 

機械的性質による

種類 
トルク係数の種類 ボルト ナット 座 金 

M20 1 種 A F8T F10 F35 

M22 1 種 A F8T F10 F35 

M24 1 種 A F8T F10 F35 
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3.2.6 摩擦接合用トルシア形高力ボルト、六角ナット及び平座金のセット 

本品は、橋梁その他に使用する摩擦接合用トルシア型高力ボルト(以下「ボルト」という。)、摩

擦接合用高力六角ナット(以下「ナット」という。)及び摩擦接合用高力平座金(以下「座金」とい

う。)のセット(以下「セット」と総称する。)で、ボルト 1個、ナット 1個、座金 1個から構成さ

れ、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS B 1186：2013 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

3.2.7 支圧接合用打込式高力ボルト、六角ナット及び平座金のセット 

本品は、鋼構造物の補修等に用いるもので、打込み式高力ボルト(以下、この項において「ボル

ト」という。)1個、高力六角ナット(以下、この項において「ナット」という。)1個、高力平座金

(以下「座金」という。)1個から構成されたもの(以下、この項において「セット」と総称する。)

であり、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS B 1186：2013 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット 

・道路橋示方書・同解説  Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成 29 年 11 月) 

 

3.2.8 普通ボルト、ナット及びワッシャー 

1 本品は、遮音壁、フェンス等の取り付け等に使用するものであり、その品質、機械的性質、種類

等は以下による。 

・JIS B 1180：2014 六角ボルト 

・JIS B 1181：2014 六角ナット 

・JIS B 1251：2018 ばね座金 

・JIS B 1256：2018 平座金 

  

2 仕上げは表 3.2.8-1 のとおりとする。 

表 3.2.8-1 普通ボルト、ナット及びワッシャーの規格 

材料 仕上げ 

六角ボルト M16 以上は溶融亜鉛メッキ、M16 未満は電気亜鉛メッキ 

六角ナット 
M16 以上は原則として溶融亜鉛メッキとする、 

M16 未満は原則として電気亜鉛メッキとする 

 ばね座金 

(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ-) 
電気亜鉛メッキ 

 平座金 

 (ﾜｯｼｬ-) 
電気亜鉛メッキ 
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3.2.9 スタッド 

1 本品は、鋼げた構造のずれ止め等として使用するものであり、その品質、機械的性質等は以下

による。 

・JIS B 1198：2011 頭付きスタッド 

 

2 種類は、軸径に対する呼び名と呼び長さとにより、表 3.2.9-1 のとおりとする。 

 

表 3.2.9-1 種類 

               (単位 mm) 

呼 び 名 呼  び  長  さ(L) 

19 
  80 ，  100 ，  130，  150 

22 

注(1)呼び長さ(L)は、溶接後の仕上がり長さの目標値である。 

注(2)この表以外の Lを特に必要とする場合は、当社が指定する。 
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3.2.10 ケーブル 

1 本品は、橋梁の部材として使用されるものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下によ

る。 

・日本鋼構造協会構造用ケーブル材料規格(構造用ケーブル材料規格(平成 6年 10月)) 

・JSSⅡ－03-1994(構造用ストランドロープ) 

・JSSⅡ－04-1994(構造用スパイラルロープ) 

・JSSⅡ－05-1994(構造用ロックドコイルロープ) 

・JSSⅡ－06-1994(平行線ストランド) 

・JSSⅡ－11-1994(被覆平行線ストランド) 

 

2 構造用ストランドロープの構成及び断面は、8種類とし、表 3.2.10-1 のとおりとする。 

 

表 3.2.10-1 構造用ストランドロープの構成及び断面 

構  成 
7 本線 6 より 

ストランド心入り 

19 本線 6 より 

ストランド心入り 

37 本線 6 より 

ストランド心入り 

構成記号 7×7 7×19 7×37 

断  面 

   

構  成 

ｳｫｰﾘﾝﾄﾝ形 19 本線 

6 よりｾﾝﾀｰﾌｨｯﾄ型 

ロープ心入り 

ｳｫｰﾘﾝﾄﾝｼｰﾙ形 26 本線 

6 よりｾﾝﾀｰﾌｨｯﾄ型 

ロープ心入り 

構成記号 CFRC 6×W(19) CFRC 6×WS(26) 

断  面 

  

構  成 

ｳｫｰﾘﾝﾄﾝｼｰﾙ形 

31 本線 6 より 

ｾﾝﾀｰﾌｨｯﾄ型 

ロープ心入り 

ｳｫｰﾘﾝﾄﾝｼｰﾙ形  

36 本線 6 より 

ｾﾝﾀｰﾌｨｯﾄ型 

ロープ心入り 

ｳｫｰﾘﾝﾄﾝｼｰﾙ形  

41 本線 6 より 

ｾﾝﾀｰﾌｨｯﾄ型 

ロープ心入り 

構成記号 CFRC 6×WS(31) CFRC 6×WS(36) CFRC 6×WS(41) 
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断  面 

   

3 構造用スパイラルロープの構成及び断面は、7種類とし、表 3.2.10-2 のとおりとする。 

 

表 3.2.10-2 構造用スパイラルロープの構成及び断面 

構  成 19 本より 37 本より 61 本より 91 本より 127 本より 

構成記号 1×19 1×37 1×61 1×91 1×127 

断  面 

     

構  成 169 本より 217 本より  

構成記号 1×169 1×217 

断  面 

  

 

4 構造用ロックドコイルロープの構成及び断面は、4種類とし、表 3.2.10-3 のとおりとする。 

 

表 3.2.10-3 構造用ロックドコイルロープの構成及び断面 

素線構成 

本  数 

丸線層 

＋T 線 1 層 

＋Z 線 1 層 

丸線層 

＋T 線 1 層 

＋Z 線 2 層 

丸線層 

＋T 線 2 層 

＋Z 線 2 層 

丸線層 

＋T 線 2 層 

＋Z 線 3 層 

構成記号 LCR C 形 LCR D 形 LCR E 形 LCR F 形 

断  面 
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4 平行線ストランドの構成及び断面は、表 3.2.10-4、表 3.2.10-5 のとおりとする。 

 

表 3.2.10-4 平行線ストランドの構成及び断面(正六角形) 

基本構成 

本  数 
19  37  61  91  127  

構成記号 PWS-19 PWS-37 PWS-61 PWS-91 PWS-127 

断  面 

    
 

 

 

表 3.2.10-5 平行線ストランドの構成及び断面(変形六角形) 

素線構成 

本  数 
24 30 44 52 

構成記号 PWS-24 PWS-30 PWS-44 PWS-52 

断  面 

 
   

素線構成 

本  数 
70 80 102 114 

構成記号 PWS-70 PWS-80 PWS-102 PWS-114 

断  面 
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5 被覆平行線ストランドの構成は、表 3.2.10-6 のとおりとする。なお、断面の概要を図 3.2.10-

1 に示す。 

 

図 3.2.10-1 断面の概要 

 

表 3.2.10-6 被覆平行線ストランドの構成 

素線本数  構成記号  素線本数  構成記号  素線本数  構成記号 

19  PWC - 19 151  PWC - 151 313  PWC - 313 

31  PWC - 31 163  PWC - 163 337  PWC - 337 

37  PWC - 37 187  PWC - 187 349  PWC - 349 

55  PWC - 55 199  PWC - 199 361  PWC - 361 

61  PWC - 61 211  PWC - 211 367  PWC - 367 

73  PWC - 73 223  PWC - 223 379  PWC - 379 

85  PWC - 85 241  PWC - 241 397  PWC - 397 

91  PWC - 91 253  PWC - 253 421  PWC - 421 

109  PWC - 109 265  PWC - 265 451  PWC - 451 

121  PWC - 121 283  PWC - 283 499  PWC - 499 

127  PWC - 127 295  PWC – 295     

139  PWC - 139 301  PWC - 301     
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3.2.11 タイロッド類 

1 本品は、擁壁等の控え材等の構造物の一部として使用するものであり、以下により構成される

ものである。 

・鋼材：JIS G 3101：2024 一般構造用圧延鋼材 

・鋼管：JIS G 3444：2021 一般構造用炭素鋼鋼管 

・鍛鋼品：JIS G 3201：2008 炭素鋼鍛鋼品(追補 1) 

・鋳鋼品：JIS G 5101：1991 炭素鋼鋳鋼品 

2 種類は表 3.2.11-1 のとおりとする。 

表 3.2.11-1 タイロッド類の種類 

規 格 名 称 記  号 摘       要 

一般構造用圧延鋼材 
 SS400 

 SS490 

 ﾀｲﾛｯﾄﾞ、ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 ﾀｲﾛｯﾄﾞ、ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬ

ｰ 

一般構造用炭素鋼鋼管 
 STK400 

 STK500 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

炭素鋼鍛鋼品 

 SF 440A 

 SF  490A 

 SF  540A 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

炭素鋼鋳鋼品 

 SC  410 

 SC 450 

 SC  480 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2.11-1 参 考 図 
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3.2.12 PC 用シ－ス 

1 本品は、プレテンション方式のプレストレストコンクリ－トに用いる PC 用シ－スに使用する

ものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・JIS G 3141：2021 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

・2023 年制定コンクリ－ト標準示方書[施工編](土木学会) 

・コンクリ－トライブラリ－第 66 号 プレストレストコンクリ－ト工法設計施工指針(平成 3 年

3 月)土木学会 

2 原則としてスパイラルシ－スを用い、その材質は JIS G 3141：2021「冷間圧延鋼板及び鋼帯」の

SPCC(一般用)とする。 

 

 

3.2.13 PC 定着具及び接続具 

本品は、プレストレストコンクリ－ト構造物に用いる PC 鋼材の定着具及び接続具に使用する

ものであり、その品質、機械的性質、種類等は以下による。 

・2023年制定コンクリ－ト標準示方書[施工編](土木学会) 

・コンクリ－トライブラリ－第 66 号 プレストレストコンクリ－ト工法設計施工指針(平成 3 年

3 月)土木学会 

 

 

 

3.2.14 ひし形金網 

1 本品は、フェンス及び立入禁止柵等に使用するものであり、その品質、機械的性質等は以下に

よる。 

・JIS G 3552：2011 ひし形金網(追補 1) 

 

2 ひし形金網の種類は表 3.2.14-1 のとおりとする。 

 
 
 
 
 

表 3.2.14-1 種類及び記号 

記 号 摘              要 

V-GS3 
湾岸部のように環境が厳しく、腐食が考えられる場所、鉄道

上の落下物防止柵に使用するものとする｡ 

V-GS2 上記以外の箇所に使用する｡ 
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3 ビニル被覆した線径と素線の線径は、表 3.2.14-2 のとおりとする。 

 

表 3.2.14-2  線径(V 種) 

単位：mm 

  線  径  心 線 径  ビニル最小被膜厚さ 

3.2 2.6 0.2 

4 3.2 0.27 

 

4 線径と網目の組合せは、表 3.2.14-3 のとおりとする。 

 

表 3.2.14-3   線径と網目の組合せ 

(単位 mm) 

         網 目 

 線 径   
25 32 40 50 

4.00  － ○ ●  ● 

3.20  ● ○ ●  ● 

注(1)   ○印は、現在当社で使用しているものである。 
●印は、一般的に使用しているものである。 

注(2) 線径は、ビニル被覆されたものの径である。 
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3.2.15 防護柵 

本品は、高速道路の安全施設に使用するものである。 

1 主要材料の材質は、表 3.2.15-1 のとおりとする。 

 

表 3.2.15-1  主要材料の品質 

構       造 材           質 

ガードレール 

(2B 型) 

(路側用及び 

分離帯用) 

ビーム JIS G 3101：2024又はこれと同等以上のものとする。 

支 柱 JIS G 3444：2021又はこれと同等以上のものとする。 

ブラケット JIS G 3101：2024又はこれと同等以上のものとする。 

ボルト及び 

ナット 

JIS B 1180：2014及び JIS B 1181：2014。ブラケット取付用ボルト

(ねじの呼び M20)の強度区分は 4.6 とし、ビーム継手用及び取付

用ボルト(ねじの呼び M16)の強度区分は 6.8 とする。 

ガードレール 

(NT 型) 

(路側用及び 

分離帯用) 

ビーム JIS G 3466：2021又はこれと同等以上のものとする。 

支 柱 JIS G 3466：2021又はこれと同等以上のものとする。 

ブラケット JIS G 3101：2024又はこれと同等以上のものとする。 

ボルト及び 

ナット 

JIS B 1180：2014及び JIS B 1181：2014。レール取付用ボルト(ね

じの呼び M16)及び継手用ボルト(ねじの呼び M20)の強度区分は

6.8 とする。 

ボックスビーム 

(分離帯用) 

ビーム JIS G 3466：2021又はこれと同等以上のものとする。 

支 柱 JIS G 3101：2024又はこれと同等以上のものとする。 

ブラケット JIS G 3101：2024又はこれと同等以上のものとする。 

ボルト及び

ナット 

JIS B 1180：2014及び JIS B 1181：2014。 パドル取付用ボルト

(ねじの呼び M16)及び継手用ボルト(ねじの呼び M20)の強度区分は

6.8 とする。 

2 色彩は、次のとおりとする。 

(1) ガードレールの色彩は、原則として、白色とする。 

(2) ボックスビーム色彩は、原則として、白色とする。 

3 防錆処理は、次のとおりとする。 

(1) ガードレールのビーム、支柱及びブラケットは、原則として、溶融亜鉛めっきを JIS G 

3302:2022「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」に規定されている付着量(HDZT49)49μｍ以上

施し、そのうえ工場にて脱脂・リン酸亜鉛処理を行い、熱硬化性ポリエステル樹脂塗料

(膜厚 20μ以上)又はこれと同等以上の塗装を行うものとする。 

(2) ボックスビームのビーム、ブラケット、パドル、支柱等の部材は、成形加工後、JIS H 

8641：2021「溶融亜鉛めっき」に規定されている付着量(HDZT49)49μｍ以上を施し、その

うえ工場にて脱脂・リン酸亜鉛処理を行い、熱硬化性ポリエステル樹脂塗料(膜厚 20μ

以上)又はこれと同等以上の塗装を行うものとする。 
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4 形状及び寸法は、次のとおりとする。 

(1) ガードレールの形状及び寸法は、図 3.2.15-1、表 3.2.15-2 のとおりとする。 

 

路側用                             分離帯用 
                 2B 型                                         NT 型 

図 3.2.15-1 ガードレールの形式 

 

表 3.2.15-2 ガードレールの形状及び寸法(その 1) 

種 別 
設 置 方 法 

記   号 

最大支柱

間隔 

(m) 

ビ ー ム 支  柱 ブ ラ ケ ッ ﾄ 

(mm) 
幅×長さ×厚さ 

(mm) 

外径×長さ×厚さ 

(mm) 

路側用 

(A) 

土中設置 

Gr－A－4E 
4 

〔75〕 

350×4330×4.0 

  

139.8×2350×4.5 

  

70×31×4.5×300 

コンクリート中設置 

Gr－A－2B 
2 

〔75〕 

350×4330×4.0 

  

139.8×1100×4.5 

  

 70×31×4.5×300 

分離帯用 

(Am) 

土中設置 

Gr－Am－4E 
4 

〔75〕 

350×4330×4.0 

  

114.3×2250×4.5 

  

200×50×4.5×730 

コンクリート中設置 

Gr－Am－2B 
2 

〔75〕 

350×4330×4.0 

  

139.8×1150×4.5 

  

200×50×4.5×730 

コンクリート中設置 

Gr－Am－2B2 
2 

〔75〕 

350×4330×4.0 

  

139.8×1150×4.5 

  

200×50×4.5×480 

注 〔  〕内はコルゲイションの値である。 

表 3.2.15-2 ガードレールの形状及び寸法(その 2) 

種 別 
設 置 方 法 

記   号 

最大支柱

間隔 

(m) 

ビ ー ム 支  柱 

高さ×長さ×厚さ

(mm) 
断面×長さ×厚さ(mm) 

分離帯用 
コンクリート中設置 

NT 
1.5 

〔100〕 

200×4330×6.0 

  

125×75×700×4 

注 〔  〕内はコルゲイションの値である。 
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(2) ボックスビームの形状及び寸法は、図 3.2.15-2、表 3.2.15-3 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 3.2.15-2 ボックスビームの形式 

 

  表 3.2.15-3 ボックスビームの形状及び寸法 

種 別 
設 置 方 法 

記  号 

最大支柱

間隔 

(m) 

ビ ー ム 支   柱 

 幅×高さ×厚さ×長さ 

(mm) 

  高さ×幅×厚さ×長さ 

(mm) 

分離帯用  

Am 

土 中 設 置 

 Gb－Am－2E 
2 □ 200×200×4.5×5,990 H 125×60×6×8×1,960 

コンクリート中設置 

 Gb－Am－2B 
2 □ 200×200×4.5×5,990 H 125×60×6×8×860 

 

5 上記の 1 主要材料の材質～4 形状及び寸法の項目以外の規定については、「防護柵の設置基

準・同解説/ボラードの設置便覧」(令和 3年 3月、日本道路協会)、「附属施設物設計施工要領

(車両用防護施設編)」(2024 年 1 月、首都高速道路株式会社)によるものとする。 

 

関連基準 

JIS B 1180：2014 六 角 ボ ル ト 

JIS B 1181：2014 六 角 ナ ッ ト 

JIS G 3101：2024 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3302：2022 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3444：2021 一般構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3466：2021 一般構造用角形鋼管 

JIS H 8641：2021 溶 融 亜 鉛 め っ き 

 日 本 道 路 協 会 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧(令和 3年 3月) 
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3.2.16 道路標識 

本品は、高速道路上等に設置されている標識(内照標識を除く)で、次の規格に適合したもので

なければならない。 

なお、次の 1～5に規定されていないものについては、「附属施設物設計施工要領第 3編［標

識柱編］(2019 年 6 月)(2021 年 2 月一部改訂)」及び「標識柱設計要領(首都高速道路(株)、平

成 15年 5月)」によるものとする。 

1 標識板の基板及び取付け部品の材質及び形状は、次のとおりとする。 

(1) 標識板の基板は、JIS H 4000：2022「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」

(A-5052P－H34)又は、これと同等以上のものを用いることとし、板厚は 2mm のものとす

る。 

(2) 補強材は、JIS H 4100：2022「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」(A-6063S

－T5)又は、これと同等以上のものとする。 

(3) 止め金具は、JIS G 3101：2024「一般構造用圧延鋼材」の SS400 の規格に適合するもの

を用い、防錆処理は、JIS H 8641：2021「溶融亜鉛めっき」HDZT77 の規格に適合するもの

とする。 

(4) ボルト及びナット類は、JIS G 3101：2024「一般構造用圧延鋼材」の SS400 の規格に適

合するものを用い、防錆処理は、JIS H 8641：2021「溶融亜鉛めっき」HDZT49 の規格に適

合するものとする。 

(5) 標識板の基板の寸法は、「附属施設物設計施工要領第 3編［標識柱編］（2019 年 6月）

（2021 年 2 月一部改訂）」によるものとする。 

2 支柱及び梁材の材質は、次のとおりとする。 

(1) 支柱及び梁材は、JIS G 3444：2021「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400)，JIS G 3452:2019

「配管用炭素鋼鋼管」(SGP)、及び JIS G 3106：2024「溶接構造用圧延鋼材」(SM400)また

は、これらと同等以上のものとする。 

(2) 支柱及び梁材の部材の防錆処理は、JIS H 8641：2021「溶融亜鉛めっき」HDZT77 の規格

に適合するものとする。ただし、厚さ 3.2mm 未満の鋼材については、HDZT49 とする。 

   3 標識基板の加工は、次のとおりとする。 

基板と補強材との接合は、電気溶接とし、基板にはひずみが生じないようにする。 

4 反射シートの反射性能及び色は次のとおりとする。 

(1) 反射シートの反射性能は、表 3.2.16-1 以上を有するものとする。 
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表 3.2.16-1 反射シートの反射性能 

①反射材料による方式(反射式) 

広角プリズム型反射シートの反射性能 

単位 cd/lx/㎡ 

観測角 入射角 白 黄 赤 緑 青 蛍光黄 蛍光黄緑 

12′ 
5° 

30° 

570 

235 

380 

190 

75 

45 

70 

25 

50 

16 

275 

160 

375 

225 

20′ 
5° 

30° 

400 

170 

280 

140 

54 

20 

50 

19 

30 

12 

190 

95 

270 

135 

30′ 
5° 

30° 

300 

170 

230 

140 

45 

20 

45 

19 

30 

12 

150 

100 

225 

145 

1° 
5° 

30° 

120 

50 

70 

40 

14 

8 

10 

5 

5 

2.5 

50 

30 

75 

45 

 

カプセルレンズ型及びカプセルプリズム型反射シートの反射性能  

         単位 cd/lx/㎡ 

観測角 入射角 白 黄 赤 緑 青 

12′ 
5° 

30° 

250 

150 

170 

100 

45 

25 

45 

25 

20 

11 

20′ 
5° 

30° 

180 

100 

122 

67 

25 

14 

21 

12 

14 

8 

2° 
5° 

30° 

5 

2.5 

3 

1.8 

0.8 

0.4 

0.6 

0.3 

0.3 

0.1 

 

 

②外部照明式(遠方照明式) 

広角カプセルレンズ型反射シートの反射性能      

単位 cd/lx/㎡ 

観測角 入射角 白 黄 緑 緑(N) 青 

12′ 5° 100 60 10 10 4 

20′ 5° 80 40 8 8 2 

20° 20° 0.48 0.35 0.07 0.05 0.04 
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(2) 反射シートの色は、表 3.2.16-2 のとおりとする。 

 

表 3.2.16-2 色 の 範 囲 

①反射材料による方式(反射式) 

広角プリズム型反射シートの色の範囲 

色 

色 度 座 標 の 範 囲 y 値の限界 

％ 1 2 3 4 

x y x y x y x y 上限 下限 

白 0.303 0.300 0.368 0.366 0.340 0.393 0.274 0.329 － 38 

黄 0.498 0.412 0.557 0.442 0.479 0.520 0.438 0.472 45 20 

赤 0.500 0.353 0.600 0.280 0.720 0.280 0.631 0.369 15 3 

青 0.140 0.035 0.244 0.210 0.190 0.255 0.065 0.216 10 1 

緑 0.026 0.399 0.166 0.364 0.286 0.446 0.207 0.771 12 2 

蛍光黄 0.521 0.424 0.557 0.442 0.479 0.520 0.454 0.491 － 40 

蛍光黄

緑 
0.387 0.610 0.460 0.540 0.421 0.486 0.368 0.539 

－ 60 

 

カプセルレンズ型及びカプセルプリズム型反射シートの色の範囲 

色 

色 度 座 標 の 範 囲 y 値の限界 

％ 1 2 3 4 

x y x y x y x y 上限 下限 

白 0.303 0.287 0.368 0.353 0.340 0.380 0.274 0.316 － 27 

黄 0.498 0.412 0.557 0.442 0.479 0.520 0.438 0.472 40 15 

赤 0.613 0.297 0.708 0.292 0.636 0.364 0.558 0.352 11 2.5 

青 0.144 0.030 0.244 0.202 0.190 0.247 0.066 0.208 10 1 

緑 0.030 0.380 0.166 0.346 0.286 0.428 0.201 0.776 8 3 

 

 

② 外部照明式(遠方照明式) 

広角カプセルレンズ型反射シートの色の範囲 

色 

色 度 座 標 の 範 囲 y 値の限界 

％ 1 2 3 4 

x y x y x y x y 上限 下限 

白 0.303 0.287 0.368 0.353 0.340 0.380 0.274 0.316 － 27 

黄 0.498 0.412 0.557 0.442 0.479 0.520 0.438 0.472 40 15 

緑 0.030 0.380 0.166 0.346 0.286 0.428 0.201 0.776 8 3 

緑(N) 0.030 0.380 0.166 0.346 0.286 0.428 0.201 0.776 8 3 

青 0.144 0.030 0.244 0.202 0.190 0.247 0.066 0.208 10 1 
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関連基準 

JIS Z 9117：2011 再帰性反射材 

JIS H 4000：2022 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100：2022 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS G 3101：2024 一般構造用圧延鋼材 

JIS H 8641：2021 溶融亜鉛めっき 

JIS G 3444：2021 一般構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3452：2019 配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3106：2024 溶接構造用圧延鋼材 

(一社)全国道路標識・標示業協会 道路標識ハンドブック(2012 年版) 
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4.1  素材関係 

4.1.1  レディーミクストコンクリート 

 
本品は、コンクリート構造物（路肩のコンクリート舗装を含む。）に使用されるもので、

ＪＩＳ表示許可、認定工場（ＪＩＳ工場）で製造されたレディーミクストコンクリートにつ

いて規定する。但し、現場練りコンクリートの材料も本項を適用する。 

１ 種類は、表 4.1.1-1 のとおりとする。 

 

表 4.1.1-1 種  類 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

の種類  

粗骨材

の最大

寸法

(mm) 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

(cm)  

呼 び 強 度    （Ｎ／mm２） 

空気量

(％) 
18 21 24 27 30 35 40 50 

曲げ

4.5 

普通 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

20 

  

 8、12 

15、18 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   4.5 

舗装 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
20、25 

 2.5、 

6.5 
               ○ 4.5 

注 1)  土木コンクリ－ト構造物の品質確保を図る観点から、配合報告書の単位水量値の上限

は、粗骨材の最大寸法が 20～25mm で 175 ㎏/㎥とする。 

注 2)  単位水量測定については、ｴｱﾒｰﾀ法か同程度以上の精度を有する測定機器の使用を施工

計画書に記載し、ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝされた機器を使用する。また、以下の条件で測定した単位

水量が配合報告書の値に対して±10 ㎏/㎥の範囲にあることが確認できた場合に合格と

する。 

① 生コン車の最初の 1 台目 

② それ以降は午前 1 回、午後 1 回以上 

③ 100 ㎥に 1 回以上 

もし±10 ㎏/㎥の範囲にない場合、ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ(目標値に対し±10 ㎏/㎥以上±15 ㎏/㎥未

満)の生ｺﾝｸﾘｰﾄはそのまま受取り打設してよいが、その原因を究明するためにｽﾗﾝﾌﾟの測

定や細骨材の表面水率の測定を追加する等の対応を行う。ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ(目標値に対し±15 ㎏

/㎥以上)にある場合は受取りを拒否する。いずれの場合も以降の測定を次の頻度で行う。 

④ 不合格以降の検査は全ての生コン車  

⑤ 連続 3 台合格で安定と評価  

⑥ 生ｺﾝｸﾘｰﾄの状態を観察し、適宜測定 

なお、測定した結果が信頼できない場合は 1 回のみ再試験をすることができ、その結果

は 2 回の値のよい方の値を結果として扱ってよい。 

注 3)   水セメント比は、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリー

トの場合、鉄筋コンクリートについては 55 ％以下、無筋コンクリートについては 60 ％

以下とする。ただし、鋼橋脚（中埋めコンクリート）、ニューマチックケーソン（中埋め

コンクリート）、均しコンクリートに用いる呼び強度 18N/mm2 のコンクリートには適用

しない。 
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２ レデーミクストコンクリートの呼び方は、次のとおりとする。 

 

Ｎ     21     ２     Ｂ 

Ｈ     27     ２     Ｂ 

スランプ  B=8cm、C=12cm、D=15cm、E=18cm 

 

粗骨材の最大寸法  ２＝20mm 

 

呼び強度  21N/mm２  27N/mm２ 

 

Ｎ ：普通骨材、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

Ｈ ：普通骨材、早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

ＢＢ：普通骨材、高炉ｾﾒﾝﾄＢ種 

Ｌ ：普通骨材、低発熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

〔参考〕 

＜ＪＩＳによる呼び方の例＞ 

 

普通     21    8     20  Ｎ 

セメントの種類による記号 

粗骨材の最大寸法（ｍｍ） 

スランプ（ｃｍ） 

呼び強度 

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類による記号 

 

３ セメント 

使用されるセメントは JIS R 5210：2019「ポルトランドセメント」の普通ポルトランドセ

メント、早強ポルトランドセメントの低アルカリ形（セメント中の全アルカリ量 0.6％以

下）、低熱ポルトランドセメントと JIS R 5211：2019「高炉セメント」のＢ種を原則とする。

なお、当該品は、各々ＪＩＳ規定に適合するものでなければならない。但し、普通ポルトラ

ンドセメントは、水和熱の規定を 7d で 350J/g 以下、28d で 400J/g 以下とする。 

４ 骨材 

(1) 粗骨材は、コンクリ－ト用砕石(項目 2.3 の 1）及びコンクリ－ト用高炉スラグ粗骨材

（JIS A 5011-1: 2018）及び人工軽量粗骨材(項目2.3の8)を用いるものとする。 

(2) 細骨材は、コンクリ－ト用洗砂(項目 2.2 の 5)及びコンクリ－ト用砕砂(項目 2.2 の 7)

及びコンクリ－ト用高炉スラグ細骨材（JIS A 5011-1: 2018）及び人工軽量細骨材(項目

2.3 の 8)を用いるものとする。 

５ 水 

練り混ぜに用いる水は、上水道水、上水道水以外の水及び回収水がある。上水道水以外の

水とは、上水道水として処理されていない河川、湖沼、地下等の採水及び工業用水等であ

る。これらの水の品質は、表 4.1.1-2 によるものとする。 
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表 4.1.1-2 上水道水以外の水の品質 

項    目  品     質 

懸濁物質の量 2 g／l 以下 

溶解性蒸発残留物の量 1 g／l 以下 

塩化物イオン（cl‐）量 200 ppm 以下 

セメントの凝結時間の差 始発は 30 分以内、終結は 60 分以内 

モルタルの圧縮強さの比 材齢７日及び材齢 28 日で 90％以上 

注）コンクリート工場での回収水も上記に適合し、これらを用いる場合は配合報告書に

記載するとともに、これを用いた試験練りを行わなければならない。その他は JIS A 

5308：2024「レディーミクストコンクリート附属書Ｃ（規定）レディーミクストコンクリ

ートの練混ぜに用いる水」によるものとする。 

６ 混和材料 

混和材料は、セメント、水、骨材以外の材料で、コンクリートなどに特別の性質を与える

ために、打ち込みを行う前までに必要に応じて加える材料である。 

 混和材：混和材料の中で、使用量が比較的多く、それ自体の容積がコンクリートの練上

がり容積に算入されるもの。 

 混和剤：混和材料の中で、使用量が少なく、それ自体の容積がコンクリート等の練上が

り容積に算入されないもの。 

(1) コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼすものであってはならない。 

(2) 使用する混和材料は、次の規格に適合するものでなければならない。 

・JIS A 6201：2015「コンクリート用フライアッシュ」   

・JIS A 6202：2017「コンクリート用膨張剤」   

・JIS A 6203：2015「セメント混和用ﾎﾟﾘﾏ-ﾃﾞｨｽﾊﾟ-ｼﾞｮﾝ及び再乳化形粉末樹脂」  

・JIS A 6204：2011「コンクリート用化学混和剤」   

・JIS A 6206：2013「コンクリート用高炉スラグ微粉末」 

７ 上記の項目１ 種類～６ 混和材料の項目以外の規定については、JIS A 5308：2024「レ 

ディーミクストコンクリート」によるものとする。 

関連規準 

JIS A 1108：2018 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 1132：2020 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1101：2020 コンクリートのスランプ試験方法 

JIS A 1128：2020 
フレッシュコンクリートの空気量の圧力による 
試験方法－空気室圧力方法 

JIS A 1118：2022 
フレッシュコンクリートの空気量の容積による 
試験方法（容積方法） 

JIS A 1116：2019 
フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法 
及び空気量の質量による試験方法（質量方法） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説  Ⅰ共通編（平成 29 年 11 月） 

土木学会 
2013 年制定 コンクリート標準示方書規準編「土木学会規
準および関連規準」＋「ＪＩＳ規格集」 
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4.1.2  モルタル 

本品は、人孔、管渠敷設、地覆用縁石ブロック等のブロックの設置等に用いるものである。 

１ セメント、骨材及び水は、4.1.1 に規定されているものを用いるものとする。ただし、タ

イル張りの目地モルタルに用いるセメントは、白色セメントを用いるものとする。 

２ 人孔、管渠、導水管等の敷設に用いるモルタルは、手練りモルタル（１：２）とする。 

手練りモルタル（１：２）は、セメント 720kg/ｍ3及び洗砂 0.95ｍ3/ｍ3に作業に適した水

量を加えて練り混ぜたものとする。 

３ 縁石等のブロック設置に用いるモルタルは、手練りモルタル（１：３）とする。 

手練りモルタル（１：３）は、セメント 530kg/ｍ3及び洗砂 1.05ｍ3/ｍ3に作業に適した水

量を加えて練り混ぜたものとする。 
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4.1.3  無収縮モルタル 

本品は、アンカーフレーム(上側フレーム)充填、鋼橋脚ベースプレートの間詰および沓の

据付け等に用いるものである。 

１ 材料 

(1) セメントは、4.1.1 に規定されている普通ポルトランドセメントを用いなければならな 

い。 

(2) 砂は、4.1.1 に規定されているもので、絶対乾燥状態のものでなければならない。 

(3) 混和材料は、セメント系混和材料(酸化カルシウムおよびカルシウムサルファルミネー 

ト等によって膨張する性質を利用するもの)を用いるものとする。 

(4) 水は、4.1.1 に規定されているものを用いなければならない。 

 

２ 配合 

前項に定めた品質を有する混和材、砂、およびセメントを用いて製造メーカーであらかじ

め配合されたプレミックスタイプ(セメント系は(セメント＋混和材)：砂=1：1、各重量比)

を使用し、水量は所定のコンシステンシーになるように調整すること。 
 

３ 品質 

(1) プレミックスの製品には、製造年月日、及び水量の範囲を表示しなければならない。 

(2) メーカーが保証する期限を経過した材料又は湿気をうけた疑いのある材料は使用して 

はならない。 

(3) コンシステンシーは、6(2)に規定する「コンシステンシー試験方法」による流下時間が 

セメント系の場合 8±2秒でなければならない。 

(4) ブリーディングは 6(3)に規定する「ブリーディング試験方法」によって試験した場合、 

練り混ぜ 2時間後のブリーディング率が 2.0％以下でなければならない。 

(5) 凝結時間は、6(4)に規定する「凝結時間試験方法」によって試験した場合、凝結開始時 

間が 1時間以上で、終結時間が 10時間以内でなければならない。 

(6) 無収縮性は、6(5)に規定する「膨張収縮試験方法」によって試験した場合、材齢 7 日で 

収縮を示してはならない。 

(7) 圧縮強度は、6(6)に規定する「圧縮強度試験方法」によって試験した場合、材齢 3 日で 

25.0Ｎ/mm2以上、材齢 28日で 45.0Ｎ/mm2以上でなければならない。 

(8) 付着強度は、6(7)に規定する「付着強度試験方法」によって試験した場合、材齢 28日

で最大荷重について 3.0Ｎ/mm2以上でなければならない。 
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４ 練り混ぜ 

(1) 無収縮モルタル材料は、袋単位で使用するものとする。 

(2) 練り混ぜは攪拌羽根が回転するタイプのモルタルミキサーを使用することを原則とし、

手練りにて練り混ぜてはならない。 

(3) ミキサーは全材料投入後 5分以内に所要の品質のモルタルが得られるものとする。 

(4) 材料のミキサーへの投入は、まず使用数量の全量を投入し、次に攪拌しながら既配合の

無収縮モルタル材料を投入しモルタルが均一になるように 2 分間以上練り混ぜるもの

とする。 

(5) 練り混ぜ温度は表 4.1.3-1 に示すとおりとする。 

表 4.1.3-1 練り混ぜ温度の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 日常管理試験 

日常管理試験は、原則として次の方法により行うものとする。 

(1) 試験の回数は、圧縮強度試験の場合は使用するモルタル量１m3又はその端数ごとに 1日 

当り 1 回以上、コンシステンシー試験の場合は 1 日 2 回（午前、午後各 1 回）とする。

ただし、圧縮強度試験の供試体を採取するときは、必ずコンシステンシー試験を行わな

ければならない。 

(2) 圧縮強度試験の供試体は、JIS A 1132：2020にしたがって、材齢ごとに 3個ずつ作成し、

JIS A 1108：2018によって圧縮強度を測定する。 

 

６ 品質管理試験 

品質管理試験は、原則として次の方法により行うものとする。 

(1) 試験室の温度は 20±2 ﾟ C、湿度は 70±10%以上とし、試験結果の報告には、実験室の 

温度、湿度及びモルタル温度を明記しなければならない。ただし、施工現場では、上記 

温度、湿度以外の状態で試験を行ってもよいが、その際、試験温度条件を明記しておか 

なければならない。 

(2) コンシステンシ－試験方法は、「充てんモルタルの流動性試験方法」(JSCE-F 541)によ 

るものとする。 

(3) ブリ－ディング試験方法は、「コンクリ－トのブリ－ディング試験方法」(JIS A 1123：      

2022)によるものとする。測定はブリーディングの終了までとし、結果はブリーディング

率(ブリーディング水の試料中の全水量に対する比)で表す。 

(4) 凝結時間の測定は、(JIS R 5201-９：2015)によるものとする。 

練り混ぜ  

温度の範囲 
備          考 

 10℃～30℃ 

無収縮モルタルの練り混ぜ温度が 10℃～30℃以下になる場合は、使

用水に温水（30℃以下）を用い、また 10℃～30℃以上になる場合は、

混合する材料を冷却する等の措置をし、練り混ぜ温度の範囲内になる

ようにすること。 
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(5) 膨張収縮試験は、(JIS A 1129：2010)によるものとする。なお、附属書 Aには供試体の

養生方法についての記載があり、「供試体は脱型後 20±2℃の水中に浸せきし、材齢が

7 日になるまで養生する。」としている。 

(6) 圧縮強度試験方法は、「コンクリートの圧縮強度試験方法」(JIS A 1108：2018)による

ものとする。 

      (7) 付着強度試験は、(JSCE-G503)によるものとする。 

 

関連基準 

日本産業規格 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 JIS A 1132：2020 

日本産業規格 コンクリートの圧縮強度試験方法 JIS A 1108：2018 

土木学会基準 充填モルタルの流動性試験方法 JSCE-F 541 

日本産業規格 コンクリートのブリーディング試験方法 JIS A 1123：2022 

日本産業規格 ポルトランドセメント JIS R 5210：2019 

日本産業規格 モルタル及びコンクリートの長さ変化測定方法 JIS A 1129：2010 

土木学会基準 
引抜き試験による鉄筋とコンクリートとの付着強度試験方法 

JSCE-G 503 
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4.1.4  ＰＣグラウト材 

PC グラウト材は、次の規定によるものを使用しなければならない。 

１ セメント、骨材、水は 4.1.1 に規定する品質に適合したものを用いなければならない。ま

た、ＰＣグラウト材に用いるセメントは JIS R 5210 ：2019「ポルトランドセメント」に適

合するものを標準とするが、これにより難い場合は監督職員と協議すること。 

 

２ グラウト混和剤は、ブリーディングの発生を抑えたノンブリーディングタイプを使用する

ことを標準とする。ノンブリーディングタイプのグラウト混和剤は数多くが市販されてお

り、その選定にあたっては、施工方法や施工条件を考慮し、より最適なものを選ぶととも

に、製造会社の基準試験及び環境温度と流動性の関係が明らかにされているものを使用す

ること。 

※ノンブリーディングタイプとは、主要成分に高性能減水剤と増粘剤を持ち、適度な流動

性と粘性を付与するとともに、ブリーディングの発生を抑える効果を併せ持つタイプ。 

 

３ PC グラウト材の品質は、次のとおりとする。 

(1)流動性 

流動性試験(JSCE-F 531)に準じて求める流下時間が、実物大試験あるいは過去の

実績により定めた範囲内であること。一般には、JP 漏斗試験による流下時間の範

囲では大きく 3タイプ(高粘性型・低粘性型・超低粘性型)に分類できる。これら

は過去の実験や施工においても PCグラウトの流動性区分の指標として用いられて

きたものである。3タイプの流下時間の目安を表 4.1.4-1 に示す。 

 

         表 4.1.4-1 流下時間の目安 

流動性別タイプ JP 漏斗試験による流下時間の目安(秒) 

高粘性型 14 以上 

低粘性型 6～14 

超低粘性型 3.5～6 

 

(2)ブリーディング率 

鉛直管方法(JSCE-F 535)に準じて求める値が 3時間後 0.3%以下、24時間後 0.0%と

するものとする。 

(3)体積変化率 

鉛直管方法(JSCE-F 535)に準じて求める値が-0.5%～0.5%の範囲内であること。 

(4)圧縮強度・付着強度 

一般にコンクリートと緊張材を一体化させる付着強度は、PC グラウトの圧縮強度

で代用し、圧縮強度は、JSCE-G 531 に準じて求める試験値で 30N/mm2以上とする

ものとする。 
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(5)水セメント比 

45.0%以下を標準とする。 

(6)塩化物イオン量 

練り混ぜ時の PC グラウト中に含まれる塩化物イオンの総量は、セメント質量の

0.08%以下とするものとする。 

 

４ PC グラウトの配合 

(1)PC グラウトの配合は、所要の性能を満足するように計画しなければならない。 

(2)選定した材料と配合による PC グラウトが、要求されている性能を満足することを確 

認しなければならない。ミキサの性能、温度等の条件をできるだけ現場と同じにし、 

試し練りを行い、流動性試験、ブリーディング率試験、体積変化率試験、圧縮強度試 

験および塩化物含有試験を行うこと。 

(3)施工時には、必要に応じて PC グラウトの配合を調整しなければならない。 

 

５ その他 

記載している以外の項目については「PCグラウトの設計施工指針(H24 年 12 月)」と「2023

年制定コンクリート標準示方書【施工編】」を参照すること。 

 

 

関連基準 

日本産業規格 JIS R 5210 ポルトランドセメント：2019 

土木学会 2023 年制定 コンクリート標準示方書【施工編】 

土木学会規準 PC グラウトの流動性試験方法(案)(JSCE-F 531-2018) 

土木学会基準 
PC グラウトのブリーディング率および体積変化率試験方法(鉛直管方

法)(案)(JSCE-F 535-2018) 

土木学会規準 PC グラウトの圧縮強度試験方法(JSCE-G 531-2012) 

社団法人 

PC 技術協会 
PC グラウトの設計施工指針 平成 24 年 12 月 



第 4章 セメントコンクリ－ト材料 

4-11 

 

4.1.5  その他のグラウト材 

本品は、鋼管矢板井筒の継手内、コアボーリングのグラウト材に使用するものである。 

１  セメント、骨材、水及び混和材料は 4.1.1 に規定する品質に適合したものを用いなけれ

ばならない。 

２  混和剤は、多くの種類のものが市販されており、4.1.1 に規定するもの以外を使用して

もよいが、特に数種類の混和剤の混用における種々の影響等に関して必ずしも明らかにな

っていない場合もあるため、使用に当たっては、グラウト材として後述するような性能が

確実に保証され、また、鋼材や周囲の部材への悪影響が生じないことを確認しなければな

らない。 

３  グラウト材の品質は次に示す性能が確保できるようなものでなければならない。また、

各々の規格値は、各グラウト工事により異なるため、工事の特性を考慮して管理を行うも

のとする。 

(1) 適度な流動性があること。 

1) 流下時間 

鋼管矢板井筒の本体部継手内グラウトの場合、16～20秒 

コアボーリンググラウトの場合、本仕様書 4.1.3 による。 

(2) 収縮又は著しい膨張が生じないこと。                      

1) 膨張率 

鋼管矢板井筒の本体部継手内グラウトの場合、5～10％（３時間後） 

コアボーリンググラウトの場合、本仕様書 4.1.3 による。 

2) ブリーディング率 

鋼管矢板井筒の本体部継手内グラウトの場合、3％以下 

コアボーリンググラウトの場合、本仕様書 4.1.3 による。 

(3) ブリーディングが生じる場合には、これが終了するまでの間、常に膨張率がブリーディ

ング率を上回ること。 

(4) 基準とする材齢において必要な圧縮強度が確保されること（材齢 28 日において 21～

24N/mm2以上とするが、コアボーリンググラウトの場合は、本体の設計基準強度以上を原

則とする。） 

(5) その他、各グラウト工事種類ごとに要求される性能（塩分量等） 

４ 配合 

標準的な配合を次に示す。 

(1) 鋼管矢板井筒の本体部継手内グラウト（モルタルグラウト） 

1) 水、結合材比              ： 48 ％ 

2) 単位水量          ：384 ㎏/ｍ3 

3) 単位セメント量        ：600  〃  

4) 単位フライアッシュ量    ：200  〃  

5) 単位細骨材料        ：850  〃 

6) 混和剤（例えばﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用） ：  7.0 ㎏/ｍ3 
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(2) コアボーリンググラウト 

1) 水、結合材比              ：   48 ％ 

2) 単位水量          ：  346 ㎏/ｍ3 

3) 単位セメント量        ：  540  〃  

4) 単位フライアッシュ量    ：  180  〃  

5) 単位細骨材料        ：1,080  〃 （Ｓ/(Ｃ＋Ｆ)＝1.5） 

6) 混和剤（例えばＡＥ減水剤）  ：    1.8 ㎏/ｍ3（Ｃ×0.25 ％） 
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4.1.6  超速硬セメントコンクリート 

本品は、床版の補修及び伸縮継手の補修等に使用するものである。 

１ 素材の品質は、次のとおりとする。 

(1) 超速硬セメント 

1) 使用する超速硬セメントの化学成分及び物理的性質は、表 4.1.6-1、4.1.6-2 のと

おりとする。 

 

表 4.1.6-1  超速硬セメントの化学成分 

強熱減量 

酸化アルミニ

ウム 

（Al２O３） 

酸化第２鉄 

（Fe２O３） 

酸化マグネシウム 

（MgO） 

三酸化硫黄

（SO3） 

3％以下 8.5～22 ％  3 ％以下     4 ％以下 9～13 ％ 

注）試験方法は JIS R 5202：2024「セメントの化学分析方法」および JIS R 5204：2024「セ

メントの蛍光Ｘ線分析方法」によるものとする。 

 

表 4.1.6-2  超速硬セメントの物理的性質 

比表面積 

(cm2/ｇ) 
凝  結 （分） 圧縮強度 N/mm2 

4,500 以上 

 始 発  終 結 ３時間 ６時間 1 日 

 20 以下  30 以下 
12.0 

以上 

15.0 

以上 

25.0 

以上 

注(1)凝結試験および圧縮試験の方法は、JIS R 5201：2015「セメントの物理試験方法」に準拠

するものとする。 

 

(2) 骨材及び水 

骨材及び水については、本仕様書の第４章セメントコンクリート材料 4.1.1 によ

るものとする。 

(3) 凝結遅延剤 

使用する凝結遅延剤は、有機カルボン酸を主成分とした白色粉末結晶体であり、

不純物が混入したものであってはならない。 

(4) 減水剤 

使用する減水剤は、ナフタレンスルホンス酸を主成分とした褐色液体の高性能減

水剤であり、ごみ、その他の不純物が混入していないもので、分離変質が起こった

ものであってはならない。 

２ コンクリートの品質は、次のとおりとする。 

(1) コンクリートの設計基準強度は、３時間で 19.6N/mm2以上とする。 

(2) コンクリートの目標スランプ及びその許容差は、ミキサー排出時において 12cm±3.5cm

とする。 

(3) コンクリートの配合設計に用いる条件は表 4.1.6-3 のとおりとする。 
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表 4.1.6-3  コンクリートの配合設計に用いる条件 

粗骨材の 
最大寸法 
（ｍｍ） 

スランプの 
範囲 

（ｃｍ） 

単位セメント量 
（kg/ｍ3） 

20 １２±３.５ 400 

 

関連規準 

JIS R 5201：2015 セメントの物理試験方法 

JIS R 5202：2024 セメントの化学分析方法 

JIS R 5204：2024 セメントの蛍光 X 線分析方法 

JIS A 1132：2020 コンクリート強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1108：2018 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 1101：2020 コンクリートのスランプ試験方法 
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4.2  製品関係 

4.2.1 ＰＨＣ杭 

 
本品は、構造物の基礎等に使用するものである。                     

１ 種類 

(1) 杭は、ひび割れ曲げﾓｰﾒﾝﾄの大きさにより、Ａ、Ｂ、Ｃの３種類に区分され、呼び名は

次の例によるものとする。 

 

（例） ＰＨＣ－Ａ － ５００－１１     

 

長さ(ｍ) 

外径（mm） 

種類（Ａ，Ｂ，Ｃ） 

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式 

(Prestressed High-strength Concrete Piles) 

 

(2) 杭の形状は、図 4.2.1-１に示す中空の円筒形部分を主体とし、必要に応じて適切な先

端部又は継手部を設けるものとする。本体の各横断の外径と厚さは、全長にわたって一

定でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1-１ 形  状 

注(1)先端部、継手部及び頭部は、ＰＨＣ杭の長さに含まれる。 

(2)製造後新たに取り付けた先端部の金具などは、杭の長さに含まない。 

(3)先端部には、閉そく形、開放形その他のものがある。 

 (4)上杭又は中杭に先端部を取り付けて、下杭としてもよい。 

２ 上記の１種類の項目以外の規定については、JIS A 5373：2016「プレキャストプレストレ

ストコンクリート製品 付属書Ｅ（規定）くい類」によるものとする。 

 

関連規準 

JIS A 7201：2021   遠心力コンクリートくいの施工標準 
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4.2.2  ＳＣ杭 

本品は、構造物の基礎等に使用するものである。 

１ 呼び名は、次の例のとおりとする。 

 

1 種：  Ⅱ  ＳＣ  Ｔ9  600- 10 

 

杭長 

杭径 

鋼管厚 

くい種類 

2 類 

 

 

2 種：  Ⅱ  ＳＣ  Ｈ   Ｔ9  600- 10 

 

杭長 

杭径 

鋼管厚 

鋼管材質（490） 

くい種類 

2 類 

 

SC：Steel & Concrete Composite Piles 

 

２ 種類及び断面性能は、表 4.2.2-１及び表 4.2.2-2 のとおりとする。 

但し、杭の形状は、本仕様書 4.2.1 ＰＨＣ杭による。 

 

表 4.2.2-1 杭の種類 

種類 鋼管材質 鋼管厚さ 

（標準） 

（mm) 

外径 

（mm） 

長さ 

（ｍ） 

1 400 4.5～25.0 
318.5,355.6,400,450,500,600,700,800,900, 

1000,1100,1200 
5～15 

2 490 4.5～25.0 
318.5,355.6,400,450,500,600,700,800,900, 

1000,1100,1200 
5～15 
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表 4.2.2-2 降伏曲げモーメント及び破壊曲げモーメント（参考） 
鋼管の腐食代 0mm   

外径 

 

（mm） 

厚さ 

（含鋼管厚さ） 

（mm） 

代表 

鋼管厚さ 

（mm） 

鋼管材質（引張り強さ） 

400 490 

降伏曲げﾓｰﾒ

ﾝﾄ(kN・m) 

破壊曲げﾓｰﾒ

ﾝﾄ(kN・m) 

降伏曲げﾓｰﾒﾝ

ﾄ(kN・m) 

破壊曲げﾓｰﾒﾝ

ﾄ(kN・m) 

318.5 
60 

(69.3) 

 4.5 93 141 124 184 

 6.0 120 181 161 237 

 9.0 173 257 231 335 

12.0 222 326 297 424 

355.6 

60 

(62.8) 

 

 4.5 117 177 157 233 

 6.0 152 229 203 300 

 9.0 218 326 291 424 

12.0 281 413 375 537 

400 65 

 4.5 150 227 201 298 

 6.0 195 294 260 385 

 9.0 280 419 373 546 

12.0 360 533 481 693 

450 70 

 4.5 192 290 257 381 

 6.0 249 376 333 494 

 9.0 358 539 479 703 

12.0 462 688 618 894 

14.0 529 781 707 1014 

500 80 

 4.5 240 361 320 475 

 6.0 311 469 416 617 

 9.0 448 674 598 882 

12.0 578 864 772 1126 

14.0 662 984 885 1279 

16.0 745 1098 995 1426 

600 90 

 4.5 350 527 469 695 

 6.0 456 687 609 904 

 9.0 657 991 878 1299 

12.0 849 1276 1134 1665 

14.0 974 1456 1301 1895 

16.0 1095 1628 1463 2116 

700 100 

 6.0 629 948 841 1247 

 9.0 908 1371 1213 1799 

12.0 1175 1771 1570 2313 

14.0 1348 2024 1800 2638 

16.0 1517 2268 2026 2950 

19.0 1766 2617 2358 3397 

22.0 2008 2948 2682 3824 

800 110 

 6.0 831 1250 1111 1647 

 9.0 1201 1814 1606 2382 

12.0 1556 2348 2079 3072 

14.0 1785 2689 2385 3509 

16.0 2011 3018 2685 3127 

19.0 2341 3490 3930 4535 

22.0 2664 3939 3558 5111 
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表 4.2.2-2 降伏曲げモーメント及び破壊曲げモーメント（参考）つづき 

鋼管の腐食代 0mm   

外径 

 

（mm） 

厚さ 

（含鋼管厚

さ） 

（mm） 

代表 

鋼管厚

さ 

（mm） 

鋼管材質（引張り強さ） 

400 490 

降伏曲げ 

ﾓｰﾒﾝﾄ(kN・

m) 

破壊曲げ 

ﾓｰﾒﾝﾄ(kN・

m) 

降伏曲げ 

ﾓｰﾒﾝﾄ(kN・

m) 

破壊曲げ 

ﾓｰﾒﾝﾄ(kN・

m) 

900 120 

 6.0 1062 1596 1421 2104 

 9.0 1537 2320 2055 3050 

12.0 1992 3010 2662 3943 

14.0 2287 3452 3056 4510 

16.0 2577 3879 3442 5058 

19.0 3002 4495 4009 5845 

22.0 3417 5082 4563 6597 

1000 130 

 6.0 1323 1984 1769 2618 

 9.0 1916 2889 2562 3802 

12.0 2485 3755 3321 4926 

14.0 2854 4312 3814 5642 

16.0 3216 4852 4297 6333 

19.0 3748 5631 5006 7329 

22.0 4268 6376 5700 8283 

1100 140 

 6.0 1612 2415 2157 3189 

 9.0 2338 3523 3127 4639 

12.0 3035 4585 4056 6020 

14.0 3487 5270 4659 6903 

16.0 3930 5935 5250 7757 

19.0 4581 6899 6119 8990 

22.0 5219 7823 6970 10171 

25.0 5844 8710 7804 11307 

1200 150 

 6.0 1932 2890 2585 3818 

 9.0 2804 4220 3750 5560 

12.0 3641 5499 4867 7227 

14.0 4185 6325 5592 8295 

16.0 4718 7131 6304 9330 

19.0 5502 8299 7349 10826 

22.0 6269 9422 8273 12262 

25.0 7022 10503 9377 13643 
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３ 材料は、次のとおりとする。 

(1) 鋼管は、本仕様書第 3章 3.2.2「鋼管杭」に規定される SKK400、SKK490 を使用する。 

(2) コンクリートは、ＰＨＣ杭に使用される高強度コンクリートと同様のもので、圧縮強度

80N/mm2以上とする。 

４ 寸法の許容差は、次のとおりとする。 

杭の外径、長さ、厚さは、「鋼管複合くい（SC くい）団体規格（案）（2005 年 3 月）」

によるものとする。 

５ 継手は次のとおりとする。 

(1) 杭の継手部は、本体と同等の性能をもつ構造としなければならない。また、ＳＣ杭を上

杭として用いる場合、継手部はＰＨＣ杭の本体と同等の性能をもつ構造としなければな

らない。 

(2) ＳＣ杭の継手方法は、次の２種類がある。 

1) 鋼管に開先を設けて溶接する方法。 

2) 鋼管に取付ける継手金具に開先を設けて溶接する方法。 

注）一般的には、2)の方法を用いる。但し、鋼管の板厚がある程度厚い場合には、1)

の方法を用いても良い。 

６ 杭に明示する表示、試験及び検査は、「鋼管複合くい（SCくい）団体規格（案）（2005 年

3 月）」によるものとする。 

７ 上記の１呼び名～６の項目以外の規定については、日本道路協会「杭基礎設計便覧 （令

和 2年度改訂版）（2020 年 9 月）」及び「鋼管複合くい（SC くい）団体規格（案）（2005

年 3 月）」によるものとする。 

 

関連規準 

（社）コンクリートポール・パイル協会・ 

（社）コンクリートパイル建設技術協会 
鋼管複合くい（SC くい）団体規格（案）（2005 年 3 月） 

JIS A 5525：2019 鋼管ぐい 

JIS A 7201：2009 遠心力コンクリートくいの施工標準 

 日本道路協会 杭基礎設計便覧 （令和 2 年度改訂版）（2020 年 9 月） 
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4.2.3  ＲＣ杭 

本品は、構造物の基礎等に使用するものである。 

１ 種類 

(1) ＲＣ杭種類は、１種及び２種とし、それぞれ次のとおり区分する。 

1) １種は、外径によって、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm 及び

600mm に区分する。 

2) ２種は、外径によって、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm 及び 600mm に区分す

る。 

呼び名は、次の例によるものとする。 

 

（例）  １種        ２種 

ＲＣ-1 500 - 10   ＲＣ -2A 500 – 10 

 

長さ（ｍ） 

外径（ｍｍ） 

軸方向鉄筋の鉄筋比の大きさによる

区分（Ａ：3.0％未満、Ｂ：3.0％以

上 5.0％未満、Ｃ：5.0％以上） 

 

Reinforced concrete piles 
 

(2) 杭の形状は、図 4.2.3-1 に示す中空の円筒形部分を本体とし、必要に応じて適当な先

端部、継手部又は頭部を設けるものとする。本体の各横断の外径と厚さは、全長にわた

って一定でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-1  形  状 

 

注 (1)先端部、継手部及び頭部は、ＲＣ杭の長さに含まれる。 

  (2)製造後、新たに取り付けた先端部の金具などは、杭の長さに含まない。 

   (3)先端部には、閉そく形、開放形、その他のものがある。 

   (4)上杭又は中杭には先端部を取り付けて、下杭としてもよい。 

 

２ 上記の１種類の項目以外の規定については JIS A 5372：2016「プレキャスト鉄筋コンクリート

製品 附属書Ａ（規定）くい類」によるものとする。 

関連基準 

JIS A 7201：2021  遠心力コンクリートくいの施工標準 
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4.2.4  道路橋用プレストレストコンクリート橋げた 

本品は、道路橋に用いるプレテンション方式によって製造するスラブ形式、けた形式のプ

レストレストコンクリート橋げたである。 

１ 種類及び呼び名 

 橋げたの種類は、表 4.2.4-1 のとおりとする。また、呼び名は、スラブ橋げた（Ｓ）、

桁橋げた（Ｇ）として、それぞれ Slab,Girder の頭文字を記号化し表す。 

スラブ橋げた 

Ｂ  Ｓ  １３ 

標準スパン 

橋げたの種類（Ｓ：スラブ橋げた） 

活荷重の種類（Ｂ：Ｂ活荷重） 

けた橋げた 

Ｂ  Ｇ  ２０ 

標準スパン 

橋げたの種類（Ｇ：けた橋げた） 

活荷重の種類（Ｂ：Ｂ活荷重） 
 

表 4.2.4-1 スラブ橋げた（Ｂ活荷重）の種類   

標準スパン 

ｍ 

Ｂ活荷重 

種類 
けた高 

ｍｍ 

ひび割れ試験曲げ 
モーメント 
ｋＮ･ｍ 

5 BS05 350 153 

6 BS06 350 182 

7 BS07 400 227 

8 BS08 400 270 

9 BS09 450 314 

10 BS10 450 370 

11 BS11 500 433 

12 BS12 500 475 

13 BS13 500 526 

14 BS14 550 610 

15 BS15 600 696 

16 BS16 600 764 

17 BS17 650 863 

18 BS18 700 960 

19 BS19 750 1140 

20 BS20 800 1260 

21 BS21 850 1440 

22 BS22 900 1640 

23 BS23 950 1780 

24 BS24 1000 2020 
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備考 

1. 橋りょうとしての橋げた中心間隔が、0.77ｍを超えてはならない。 
2. 橋りょうとして用いる場合、斜角が 60 度以上に適用する。 
3. 使用するスパンは、標準スパンより長くする場合は 0.2ｍ以内で長くし、短くする場

合は 1ｍ以内で短くしてもよい。 
 
 

表 4.2.4-2 けた橋げた（Ｂ活荷重）の種類 

標準スパン 

ｍ 

Ｂ活荷重 

種類 
けた高 

ｍｍ 

ひび割れ試験曲げ 
モーメント 
ｋＮ･ｍ 

18 BS18 1000 1450 

19 BS19 1000 1500 

20 BS20 1100 1790 

21 BS21 1100 1910 

22 BS22 1200 2270 

23 BS23 1200 2300 

24 BS24 1300 2690 

備考 

4. 橋りょうとしての橋げた中心間隔が、0.77ｍを超えてはならない。 
5. 橋りょうとして用いる場合、斜角が 60 度以上に適用する。 
6. 使用するスパンは、標準スパンより長くする場合は 0.2ｍ以内で長くし、短くする場

合は 1ｍ以内で短くしてもよい。 
 

 

２ 上記の１種類及び呼び名の項目以外の規定については、JIS A 5373：2016「プレキャスト

プレストレストコンンクリート製品 附属書Ｂ（規定）橋りょう類」によるものとする。 
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4.2.5  遠心力鉄筋コンクリート管 

本品は、高速排水等に使用するものである。 

１ 種類（JIS A 5372:2016「プレキャスト鉄筋コンクリート製品 推奨仕様 C-2 遠心力

鉄筋コンクリート管」に基づく） 

管の種類は、表 4.2.5-1、2 のとおりとする。 

表 4.2.5-1 直管の種類 

      種類 略号  呼び 参考 

外圧管 

 Ａ形 
 １種 Ａ１  150～1800 

 外圧に対して設計されているもの 

 ２種 Ａ２  150～1800 

 Ｂ形 
 １種 Ｂ１  150～1350 

 ２種 Ｂ２  150～1350 

ＮＢ形 
 １種 ＮＢ１  150～ 900 

 ２種 ＮＢ２  150～ 900 

ＮＣ形 

 １種 ＮＣ１ 1500～3000 

 ２種 ＮＣ２ 1500～3000 

 ３種 ＮＣ３ 1500～3000 

内圧管 

 Ａ形 

 ２Ｋ Ａ２Ｋ  150～1800 

内圧と外圧に対して設計されているもの 

 ４Ｋ Ａ４Ｋ  150～1800 

 ６Ｋ Ａ６Ｋ  150～ 800 

 Ｂ形 

 ２Ｋ Ｂ２Ｋ  150～1350 

 ４Ｋ Ｂ４Ｋ  150～1350 

 ６Ｋ Ｂ６Ｋ  150～ 800 

ＮＣ形 
 ２Ｋ ＮＣ２Ｋ 1500～3000 

 ４Ｋ ＮＣ４Ｋ 1500～3000 

注(1)Ａ形、Ｂ形、ＮＢ形及びＮＣ形は、管の形状による区分を示す。 

(2)外圧管の１種、２種及び３種は、管の曲げ強度による区分を示す。 

(3)内圧管の２Ｋ、４Ｋ及び６Ｋは、管の内圧強度と曲げ強度による区分を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.5-1 形状  Ａ形 
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図 4.2.5-１ 形状 Ｂ形： ＮＢ形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.5-１ 形状  ＮＣ形 

 

表 4.2.5-2 異形管の種類 

種類 略号 呼び 枝の径（mm） 角度 

 Ｔ字管 

１種 Ｔ１ 
200 150 

－ 
250～450 150,200 

２種 Ｔ２ 
200 150 

250～450 150,200 

 Ｙ字管 

１種 Ｙ１ 
200 150 

－ 
250～450 150,200 

２種 Ｙ２ 
200 150 

250～450 150,200 
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表 4.2.5-2 異形管の種類（つづき） 

種類 略号 呼び 枝の径 角度 

曲管 
 Ｕ形 

１種 
Ｕ 

150 ,200 －   30°，45° 
 Ｖ形 Ｖ 

支管 

  Ａ 

１種 

ＳＡ 

150 ,200 － －   Ｂ ＳＢ 

  Ｃ ＳＣ 

短管 

ＢＳ形 
１種 

ＢＳ１ 
150～450 － 

－ 
ＢＴ形 ＢＴ１ 

ＢＳ形 
２種 

ＢＳ２ 
150～450 － 

ＢＴ形 ＢＴ２ 

注(1)Ｕ形、Ｖ形、ＢＳ形及びＢＴ形は、管の形状による区分を示す。 

(2)Ａ、Ｂ及びＣは、支管の寸法による区分を示す。 

  (3)１種及び２種は、管の外圧強さによる区分を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.5-2 形状 Ｔ字管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.5-2 形状 Ｙ字管 
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３０°                              ４５° 

図 4.2.5-2 形状 曲管Ｕ形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３０°                               ４５° 

図 4.2.5-2 形状 曲管Ｖ形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.5-2 形状 支管 
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ＢＳ形                                      ＢＴ形 

図 4.2.5-2 形状 短管 

 

２ 上記の１ 種類の項目以外の規定は、JIS A 5372：2016「プレキャスト鉄筋コンクリート製

品 附属書Ｃ（規定）暗きょ類」によるものとする。 

 

なお、首都高速道路で地中に埋設する排水管に使用する遠心力鉄筋コンクリート管については

「附属施設物設計施工要領第１編[排水施設編](2023 年 6 月)」を参照されたい。 
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4.2.6  鉄筋コンクリートＵ形 

本品は、高速排水用側溝に使用するものである。 

１ 種類、寸法及び配筋 

本体の形状、寸法及び配筋は、図 4.2.6-1、種類は、表 4.2.6-1、また、ふたの形状、寸

法及び配筋は、図 4.2.6-2、種類は、表 4.2.6-2 に示すとおりとする。 

 

（例  呼び 150、l＝600mm） 

断 面                              側断面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例  呼び 600、l＝600mm） 

断 面                               側断面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.6-１  本体の形状、寸法及び配筋 
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表 4.2.6-1 本体の種類            

（単位 mm） 

呼 び  
寸             法 

 ａ  ｂ  ｃ  ｄ  ｅ  ｆ  ｇ  ｒ  ｌ 

Ｕ 上 

形 ぶ 

側 た 

溝 式 

及 Ｕ 

び 形 

側 

溝 

  

150 

180 

240 

300Ａ 

300Ｂ 

300Ｃ 

360Ａ 

360Ｂ 

450 

600 

150 

180 

240 

300 

300 

300 

360 

360 

450 

600 

140 

170 

220 

260 

260 

260 

310 

310 

400 

540 

150 

180 

240 

240 

300 

360 

300 

360 

450 

600 

30 

35 

45 

50 

50 

50 

50 

50 

55 

70 

35 

40 

50 

60 

60 

60 

65 

65 

70 

80 

35 

40 

50 

60 

60 

65 

65 

65 

70 

80 

160 

190 

240 

300 

300 

300 

360 

360 

430 

600 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

70 

70 

600， 

1000 

又は 

2000 

  

  

  

  

  

  

注(1) 横鉄筋の隅角部の折曲げ形状は、規定しない。 

(2) 用心鉄筋は、呼び 600 のＵ形についてだけ、JIS G 3112：2020に規定する呼びＤ６の棒

鋼、又は JIS G 3532：2011に規定する線径 6.0mm の普通鉄線又は線径 6.0mm 若しくは公称線

径 6.0mm のコンクリート用鉄線を、寸法(l)が、600mm の場合は両側にそれぞれ４カ所、寸

法(l)が 1000mm の場合は両側にそれぞれ７カ所、寸法(l)が 2000mm の場合は両側にそれぞ

れ 14 カ所、入れる。 

(3) JIS G 3112：2020に規定する呼びＤ６の棒鋼の代わりに、JIS G 3532：2011に規定する線径

6.00mm の普通鉄線又は線径 6.0mm 若しくは公称線径 6.00mm のコンクリート用鉄線、又は

JIS G 3551：2005（2010 確認）に規定する溶接金網の線径 6.00mm の丸鉄線を使用してもよい。

呼び 6.00mm はＤ６を用いてもよい。 

(4) 寸法(l)が1000mmの場合の許容差は±5mm、寸法(l)が2000mmの場合の許容差は±6mmとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例 １種 呼び 300,l=600mm） 
 

注 1 水抜き用切欠きは、省くことができる。 

2 ふたには、面取りを付けてもよい。また、つり上げ具を付けてもよい。 

図 4.2.6-2 ふたの形状、寸法及び配筋  
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表 4.2.6-2 ふたの種類        

（単位 mm） 

種類 呼び 
                    寸 法 

 ｂ ｂ１  ｔ ｔ１ ｔ２  ｌ  ｒ ｂ２ 

１種 

150 210 35 35 30 

5 

500

又は

600 

15 

75 
180 250 40 40 35 

240 330 50 45 40 90 

300 400 
55 

60 50 

10 

100 

360 460 65 55 

18 
120 

450 560 60 70 60 

600 740 75 75 65 150 

２種 

150 210 35 
90 80 10 

500

又は

600 

15 

75 
180 250 40 

240 330 50 

100 85 15 

90 

300 400 
55 

100 

360 460 

18 
120 

450 560 60 120 100 
20 

600 740 75 150 130 150 

 

２ 上記の 1種類、寸法及び配筋の項目以外の規定については、JIS A 5372：2016「プレキャ

スト鉄筋コンクリート製品 附属書Ｅ（規定）路面排水溝類」によるものとする。 

 

 

 関連規準 

 JIS G 3112：2020   鉄筋コンクリート用棒鋼 

 JIS G 3532：2011   鉄線 
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4.2.7  高速排水用マンホール 

本品は、高速排水用人孔（マンホール）に使用する鉄筋コンクリート製の斜壁、直壁、及

び高速排水用人孔（マンホール）に使用するふた（受枠を含む。）である。 

１ 高速排水用マンホール 

(1) 形状、寸法の標準は、図 4.2.7-１のとおりとする。 

 

平  面  図 

                （単位 mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横 断 面 図                           縦 断 面 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.7-1 マンホール形状（組立１号マンホール） 
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表 4.2.7-1 マンホールの形状 

呼び方 形 状 寸 法 

組立１号 
マンホール 

内径  ９０ｃｍ円形 

 組立２号 
マンホール 

 内径１２０ｃｍ円形 

 組立３号 
マンホール 

 内径１５０ｃｍ円形 

 

(2) 場所打ちマンホールの足掛け金物については、以下のとおりとする。 

1) 本品は、その質が密で有害な傷がなく、外観がよいものとする。 

2) 本品に使用する足掛け金物の形状、寸法は、図 4.2.7-2 のとおりとする。 

3) 本品に使用する足掛け金物の材質は、本仕様書 3.1.2 一般構造用圧延鋼材に規定

するＳＳ４００又はこれと同等以上の品質を有するものとし、表面をポリプロピ

レンで防錆被覆したものとする。 

                      

 

                       Ａ－Ａ断面 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.7-2 足掛け金物の形状、寸法 

注(1)すべり止めは、両面加工とする。 

注(2)防錆被覆のデザインは、支障をとらない範囲で変えることができる。 

注(3)端部に反射板を設置することができる。 

 

 

(3) 上記の１(1),(2)の項目以外の高速排水用マンホールの規定については、「附属施設物

設計施工要領 第１編 [排水施設編]、2023 年 6月、首都高速道路（株）」によるもの

とする。  



第 4章 セメントコンクリ－ト材料 

4-33 

 

 

２ 高速排水用マンホールふた 

(1) 高速排水用マンホールふたの種類は、表 4.2.7-2 のとおりとする。なお、Ｂ活荷重

（T-25）対応のものを使用すること。 

 

表 4.2.7-2 種類 

種    類 材質記号  主な使用場所 

球状黒鉛鋳鉄ふた ５種(FCD700)    車  道 

鉄筋コンクリートふた ３種(FC200) ※    歩  道 

※  鉄筋コンクリートふたの材質の種類は、FC200 以上を使用すること。 

 

 

(2) 形状、寸法は、図 4.2.7-3～6のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 mm） 

注 ふたの表面には当社マークを表示する。 

図 4.2.7-3  球状黒鉛鋳鉄ふた（平受け形φ６００mm用） 
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（単位 mm） 

図 4.2.7-4  球状黒鉛鋳鉄の枠（平受けφ６００mm 用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 mm） 

図 4.2.7-5  鉄筋コンクリートのふた 
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（単位 mm） 

図 4.2.7-6  鉄筋コンクリートの枠 

(3) 塗装 

1) 球状黒鉛鋳鉄ふたは、内外面を清掃した後、厚膜形変性エポキシ樹脂塗料による

常温塗装、又はこれと同等以上の塗装を行わなければならない。 

2) 鉄筋コンクリートのふたは、鋳鉄部の表面を清掃した後、(3)の 1)と同質の塗装を

施すものとする。 

(4) ふたの中央の紋章部には当社マークを図 4.2.7-7 のとおり表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 mm） 

図 4.2.7-7  当社マーク 
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(5) 上記の２(1)～(4)の項目以外の高速排水用マンホールふたの規定については、JIS A 

5506：2018「下水道用マンホールふた」によるものとする。 

 

関連規準 

  東京都下水道局   東京都下水道設計標準（令和 4年 4 月） 
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4.2.8  地覆用縁石ブロック 

本品は、高速道路の分離帯、高欄の地覆に使用する鉄筋コンクリートの縁石である。 

１ タイプ１ 

(1) 形状、寸法及び配筋の標準は、図 4.2.8-１のとおりとする。 

なお、鉄筋φ９は、JIS G 3112：2020「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定するＳＲ２３

５とする。 

 φ４、６は、JIS G 3532：2011「鉄線」に規定する普通鉄線とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.8-1  形状、寸法及び配筋 

 

２ タイプ２ 

(2) 形状、寸法及び配筋の標準並びに寸法の許容差は、図 4.2.8-2 及び図 4.2.8-3 のとお

りとする。 

なお、鉄筋は、JIS G 3532：2011「鉄線」に規定する普通鉄線とする。 
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（単位 mm） 

図 4.2.8-2 高架部タイプ２ 

（単位 mm） 

図 4.2.8-3 盛土部タイプ２ 

 

３ タイプ１、タイプ２は、その質がち密で、有害な傷がなく、形状及び寸法が正しく、表

面が平滑で、そり、ねじれ等がなく外観がよいものでなければならない。 

４ タイプ１、タイプ２には、製造業者名又はその略号及び製造年月日を明示するものとする。 

関連規準 

JIS G 3112：2010 鉄筋コンクリート用棒鋼 

JIS G 3532：2011 鉄線 
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4.2.9  コンクリート積みブロック 

本品は、高速道路の法面工事に使用するコンクリートブロックである。 

１ 積みブロックの種類・形状・寸法及び寸法の許容差は表 4.2.9-1、2のとおりとする。 

 

表 4.2.9-1 種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の定義 

面（めん）：施工後の表面に露出する部分。 

面取り（めんとり）：欠損防止又は外観上、面の角を除去した部分。 

合端（あいば）：面の周辺で造語に接する部分。 

控尻り（ひかえじり）：面に相対する裏面。 

控（ひかえ）：面から控尻りまでの奥行き。 
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表 4.2.9-2 形状、寸法及び寸法の許容差 

 

記号 記号の意味 

a 面の幅 

b 面の高さ 

c 面の一辺の長さ 

r 控長 

y 面取り幅 

  y’ 面取りに相当する幅 

 d,d’ 合端 

 

 

 

           単位 mm 

 種類 寸法 

 質量区分 面の形状 幅（a） 高さ（ｂ） 控長（ｒ） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Ａ及びＢ 

長方形 

360 

400 

400 

420 

424 

450 

500 

300 

250 

300 

280 

283 

300 

250 
350～500 

8 

9 

10 

正方形 

300 

330 

350 

300 

330 

350 

11 

12 
正六角形 

190（一辺の長さｃ） 

200（一辺の長さｃ） 

寸法の許容差 ±3 ±3 ±5 

注記 1 面には、実用上差し支えない範囲で適切な凹凸を設けることができる。 

注記 2 面には、面取りを施してもよい。 

注記 3 面取りに相当する部分は、控長に含めることができる。 

注記 4 施工目的などを考慮した面寸法のものも含めることができる。 

 

２  上記の１ 積みブロックの種類及び質量区分の項目以外の規定については、JIS A 

5371：2016「プレキャスト無筋コンクリート製品 附属書Ｄ（規定）ブロック式擁壁類」 

によるものとする。
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